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は
じ
め
に

本
稿
が
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
平
安
時
代
の
宮
廷
社
会
の
基
盤
に
あ
っ
た

「
知
」
の
様
相
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷
に
配
慮
し
な
が
ら
素
描
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
問
題
を
、
平
安
時
代
中
後
期
に
お
け
る
年
号
の
選
定
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察

す
る
。

年
号
選
定
を
俎
上
に
載
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
所
功
の
論
究
を
参
照
す
べ
き
随

一
の
研
究
と
し
て
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い（

（
（

。
所
は
、「
⑴
ま
ず
天
皇
の
勅
（
仰
せ
）

を
奉
じ
て
、
大
臣
が
儒
者
（
文
章
博
士
・
式
部
大
輔
な
ど
）
に
文
字
案
を
勘
申
さ

せ
奏
聞
す
る
、
⑵
つ
ぎ
に
公
卿
が
列
席
す
る
仗
議
（
陣
定
）
で
文
字
案
の
一
つ
一

つ
に
つ
い
て
難
陳
論
議
を
尽
く
し
、
二
案
を
選
ん
で
上
奏
す
る
と
一
案
に
絞
る
よ

う
求
め
ら
れ
、
そ
の
最
善
案
を
再
び
上
奏
す
る
、
⑶
そ
こ
で
天
皇
が
最
善
案
を
新

年
号
と
し
て
勅
定
さ
れ
、
内
記
に
改
元
詔
書
を
起
草
さ
せ
清
書
に
勅
裁
の
日
付
を

加
え
た
う
え
で
交
布
せ
し
め
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
手
続
き
を
、
主
に
『
江
家
次
第
』

の
記
述
か
ら
析
出
し
、
こ
れ
と
寛
治
改
元
（
一
〇
八
七
年
）
の
実
例
と
を
比
べ
て
、

年
号
選
定
が
ほ
と
ん
ど
『
江
家
次
第
』
の
記
載
通
り
に
な
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
た
。

こ
こ
か
ら
「
平
安
時
代
の
改
元
方
法
」
を
読
み
取
っ
た
所
は
、
江
戸
時
代
の
様
相

と
の
比
較
を
行
い
、「
年
号
を
最
終
的
に
天
皇
が
勅
定
さ
れ
る
形
式
は
、
王
朝
時
代

と
同
じ
く
武
家
時
代
に
も
変
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
こ
と
や
「
年
号
の
文
字
案
を

勘
申
し
た
の
は
、
王
朝
時
代
だ
け
で
な
く
武
家
時
代
に
も
一
貫
し
て
朝
廷
の
儒
官

で
あ
る
」
こ
と
を
重
視
し
た
。
加
え
て
勘
申
者
の
推
移
や
年
号
の
出
典
に
も
詳
細

な
考
究
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
年
号
選
定
に
関
す
る
主
要
な
問
題
は
、
所
の
研
究
で

論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

年
号
選
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
所
よ
り
半
世
紀
以
上
前
に
著
さ
れ
た
森
本

角
藏
の
大
著
の
中
で
も
考
察
が
な
さ
れ
、
勘
申
者
や
年
号
の
出
典
に
関
す
る
史
料

も
集
成
さ
れ
て
い
た（

（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
通
時
代
的
な
概
説
の
域
を
越
え
る
も
の

で
は
な
く
、
言
及
さ
れ
た
「
改
元
次
第
」
に
つ
い
て
も
、
史
料
の
豊
富
な
江
戸
幕

府
と
の
関
係
に
多
く
の
字
数
を
割
く
も
の
だ
っ
た
。
森
本
の
主
眼
は
「
我
が
国
体

我
が
国
民
性
等
を
知
る
一
助
た
ら
し
め
る
」
こ
と
に
あ
り
、
改
元
を
「
天
皇
の
大

権
の
発
動
と
し
て
、
三
種
の
神
器
の
存
在
と
と
も
に
、
万
世
一
系
の
皇
統
を
彩
る

一
大
事
実
」
と
考
え
る
こ
と
か
ら
起
筆
さ
れ
た
点
を
思
う
と
、
そ
の
著
述
が
通
時

代
的
な
様
相
を
呈
す
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
だ
っ
た
と
言
え
る（

（
（

。
対
し
て
所
の
論

究
は
、
森
本
の
成
果
を
下
地
と
し
な
が
ら
も
、
平
安
時
代
と
江
戸
時
代
の
比
較
か

ら
年
号
の
本
質
を
探
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
年
号
と
い
う
事
項
を
歴

1
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史
学
の
立
場
か
ら
捉
え
直
し
た
研
究
だ
っ
た
と
評
価
し
得
る
。
近
年
、
相
次
い
で

刊
行
さ
れ
た
年
号
に
関
す
る
事
典
で
年
号
選
定
の
記
述
が
充
実
し
た
の
も
、
こ
う

し
た
所
の
研
究
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う（

（
（

。

し
か
し
、
改
め
て
所
の
研
究
を
眺
め
て
み
る
と
、
議
論
の
中
核
に
位
置
し
た
「
平

安
時
代
の
改
元
方
法
」
に
関
し
て
は
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
所
は
『
江

家
次
第
』
が
記
す
改
元
の
審
議
（
＝
上
記
の
⑵
）
を
『
新
儀
式
』
や
『
西
宮
記
』

に
ま
で
遡
る
と
認
識
し
て
論
を
進
め
た
。
し
か
し
、
一
〇
世
紀
代
の
『
新
儀
式
』

『
西
宮
記
』
に
は
公
卿
の
議
論
に
関
す
る
記
載
は
見
出
せ
ず
、
陣
定
と
し
て
の
年
号

定
が
定
着
す
る
の
は
一
一
世
紀
前
葉
に
下
る
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
る（

（
（

。「
編
纂

さ
れ
た
儀
式
書
」
で
あ
る
『
江
家
次
第
』
の
内
容
を
寛
治
改
元
の
「
具
体
的
な
実

例
」
を
も
っ
て
検
証
す
る
試
み
も
、
寛
治
を
取
り
上
げ
た
理
由
が
「『
江
家
次
第
』

の
撰
者
大
江
匡
房
が
関
与
し
た
数
度
の
改
元
の
う
ち
」
で
「
最
初
」
と
い
う
点
に

あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と（

（
（

、「
平
安
時
代
の
改
元
方
法
」
を
見
定
め
る
上
で
適
切
だ
っ

た
か
は
疑
問
が
残
る
。
一
一
世
紀
前
葉
の
年
号
選
定
ま
で
は
、
大
江
維
時
ら
に
よ

る
「
村
上
御
時
」
の
勘
文
が
用
い
ら
れ
続
け
た（

（
（

。
し
か
し
、
嘉
保
改
元
時
（
一
〇

九
四
年
）
の
匡
房
は
、
維
時
が
か
つ
て
勘
申
し
た
年
号
と
知
り
な
が
ら
嘉
保
字
の

勘
申
を
自
身
の
名
で
行
っ
た
よ
う
で
あ
り（

（
（

、
一
一
世
紀
前
葉
と
一
一
世
紀
末
と
で

は
勘
文
作
成
に
対
す
る
考
え
方
に
相
違
が
窺
え
る
。
天
皇
の
勅
定
や
儒
者
に
よ
る

勘
申
が
江
戸
時
代
ま
で
貫
徹
し
て
い
た
こ
と
は
所
の
指
摘
の
通
り
だ
が
、
公
卿
の

議
論
や
勘
申
方
法
に
つ
い
て
は
、「
平
安
時
代
の
改
元
方
法
」
の
中
で
も
変
化
が
生

じ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
森
本
の
如
き
通
時
代
的
な
議
論
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
も
、
年
号
選
定
の
変
遷
過
程
を
歴
史
的
に
跡
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
所
の
研
究
の
驥
尾
に
付
す
形
で
、
平
安
時
代
中
後
期
に
お
け
る
年

号
選
定
の
議
論
を
、
そ
の
変
遷
に
重
き
を
置
い
て
描
出
し
て
み
た
い
。
年
号
選
定

と
い
う
限
定
的
な
事
柄
で
は
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
宮
廷
社
会
を
成
り
立
た
せ
た

「
知
」
に
関
し
、
そ
の
一
端
で
も
明
確
に
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

一
　
集
約
型
挙
奏
か
ら
列
挙
型
挙
奏
へ

保
安
五
年
（
一
一
二
四
）
四
月
三
日
、
崇
徳
天
皇
の
「
依
二

即
位
一

」
っ
て
天
治

へ
の
改
元
が
実
施
さ
れ
た（

（
（

。
こ
の
時
の
年
号
定
に
参
加
し
た
源
師
時
は
、
選
定
議

論
の
終
盤
に
、
同
じ
く
参
仕
し
た
藤
原
為
隆
に
対
し
て
「
年
号
必
定
二

申
両
箇
一

、

就�

二

次
仰
一

択
二

申
専
一
一

也
。
又
各
定
了
後
、
評
定
申
上
」
と
「
密
語
」
し
、
今
回

の
次
第
に
関
す
る
違
和
感
を
顕
わ
に
し
た（

（1
（

。
師
時
及
び
為
隆
が
参
議
に
任
じ
ら
れ

た
の
は
保
安
三
年
一
二
月
の
こ
と
で
、
両
者
に
と
っ
て
こ
の
時
が
、
年
号
定
へ
の

初
め
て
の
出
仕
で
あ
っ
た
。
師
時
の
「
密
語
」
を
聞
い
た
為
隆
は
、
自
ら
の
日
記

に
「
雖
レ

非
二

才
能
之
人
一

、
父
祖
丞
相
家
。
定
有
二

提
撕
一

歟
」
と
い
っ
た
感
想
を
記

し
て
お
り
、
師
時
の
認
識
が
、
保
安
二
年
に
左
大
臣
と
し
て
薨
じ
た
父
俊
房
や
、
承

保
四
年
（
一
〇
七
七
）
に
右
大
臣
と
し
て
没
し
た
祖
父
師
房
か
ら
の
「
提
撕
」（
＝

教
命
）
に
よ
る
と
推
量
し
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
師
時
は
、
自
ら
が
聞

き
及
ん
だ
年
号
定
と
は
異
な
る
様
相
を
、
初
め
て
参
仕
し
た
天
治
改
元
の
際
に
看

取
し
た
の
で
あ
り
、
為
隆
も
ま
た
、
こ
う
し
た
師
時
の
把
握
に
一
定
の
妥
当
性
を

認
め
た
も
の
と
考
え
得
る
。

師
時
の
述
べ
た
事
柄
の
う
ち
「
年
号
必
定
二

申
両
箇
一

、
就
二

次
仰
一

択
二

申
専
一
一

也
」
と
の
言
は
、「
定
二

両
三
一

奏
レ

之
。〈
付
二

蔵
人
一

令
レ

奏
。〉
重
被
レ

仰
下

此
中
可
レ

用
二

何
年
号
一

哉
由
上

。
勘
文
留
二

御
所
一

。
又
令
レ

奏
二

一
定
一

」（〈

〉
は
細
字
双
行

2
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を
示
す
。
以
下
同
じ
）
と
い
っ
た
『
江
家
次
第
』
巻
一
八
、
改
元
事
の
記
載
と
同

じ
内
容
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。「
年
号
合
六
ヶ
内
、
定
二

申
康
平
・
永
承
宜
由�

一

」

（
永
承
改
元
（
一
〇
四
六
年
））
や
「
申
云
、
延
久
・
嘉
徳
・
成
徳
等
如
何
。
以
二

此

由
一

令
レ

奏
」（
延
久
改
元
（
一
〇
六
九
年
））
の
如
く
、「
定
二

両
三
一

奏
レ

之
」
す
こ

と
は
一
一
世
紀
代
の
多
く
の
実
例
で
確
認
し
得
る（

（（
（

。「
予
先
々
三
許
申
上
時
、
被

レ�

仰
二

多
由
一

者
也
。
此
中
除
レ

一
可
レ

被
レ

申
如
何
」
と
の
師
房
の
指
示
で
、
延
久
・

治
暦
・
承
保
の
三
字
か
ら
承
保
を
除
く
二
字
を
奏
聞
し
た
治
暦
改
元
（
一
〇
六
五

年
）
の
事
例
も
存
在
す
る（

（1
（

。
対
し
て
こ
の
天
治
改
元
で
奏
上
さ
れ
た
の
は
「
諸
卿

定
申
之
趣
」
で
、「
右
府
・
戸
部
・
顕
雅
・
顕
隆
・
実
能
・
伊
通
偏
申
二

天
治
字
一

。

能
俊
・
師
時
・
為
隆
申
二

天
治
・
天
保
一

。
実
行
卿
申
二

長
承
一

之
後
、
追
二

加
天
治
一

。

宗
忠
卿
申
二

長
承
・
慶
延
一

」
と
い
っ
た
事
柄
を
「
兼
仰
」
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
す

な
わ
ち
天
治
改
元
で
は
、
各
人
の
推
挙
す
る
年
号
を
、
推
挙
者
の
名
と
と
も
に
列

挙
し
て
奏
上
し
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
公
卿
が
定
め
申
し
た
案
か

ら
、「
定
二

両
三
一

」
め
て
奏
上
す
る
と
い
っ
た
従
前
の
方
法
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、『
江
家
次
第
』
が
記
し
、
師
時
が
理
解
し
て
い

た
あ
り
方
を
「
集
約
型
挙
奏
」、
天
治
改
元
の
如
き
奏
上
の
方
式
を
「
列
挙
型
挙

奏
」
と
名
付
け
て
論
を
進
め
て
み
た
い（

（1
（

。

師
時
の
「
各
定
了
後
、
評
定
申
上
」
と
の
言
に
関
し
て
は
、
天
治
字
を
推
す
為

隆
が
、「
但
通
二

天
智
天
皇
忌
諱
一

。
案
二

先
例
一

、
称
徳
天
皇
已
無
二

其
憚
一

。
堀
河
盛

代
有
二

承
徳
号
一

」
と
付
言
し
、
続
け
て
、
長
承
・
慶
延
・
永
貞
・
天
保
・
建
徳
・

元
徳
と
い
っ
た
勘
申
字
全
て
に
論
難
を
展
開
し
た
こ
と
と
関
係
し
た
可
能
性
が
高

い
。
為
隆
の
発
言
は
、
次
に
な
さ
れ
た
師
時
の
定
申
が
「
天
治
・
天
保
可
レ

宜
」
と

い
う
簡
潔
な
も
の
だ
っ
た
点
と
対
照
的
で
あ
る
。
寛
徳
改
元
（
一
〇
四
四
年
）
の

年
号
定
で
は
、「
僉
議
定
二

一
両
一

了
」
っ
た
後
に
「
盛
徳
・
康
和
・
寛
徳
如
何
」
と

の
、
お
そ
ら
く
は
上
卿
藤
原
頼
宗
か
ら
の
言
が
あ
り
、「
爰
又
相
議
」
し
た
結
果
、

盛
字
に
測
字
の
難
が
あ
る
盛
徳
を
除
い
て
、「
諸
卿
申
云
、
康
和
・
寛
徳
幷
吉
。
此

間
可
レ

随
レ

仰
」
と
い
っ
た
集
約
型
挙
奏
が
な
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。「
内
府
被
レ

示
云
、
件

定
先
々
不
二

申
上
一

。
只
可
レ

被
二

相
議
一

歟
。
仍
人
々
被
レ

申
二

一
両
年
号
一

」（
延
久
改

元
）
や
「
次
被
レ

示
云
、
件
定
不
二

必
申
上
一

。
只
議
之
中
可
レ

然
一
両
可
レ

奏
」（
承

保
改
元
（
一
〇
七
四
年
））、「
各
定
二

大
略
一

。〈
不
二

申
上
一

。
只
相
議
許
也
。〉」（
承

暦
改
元
（
一
〇
七
七
年
））
と
い
っ
た
記
載
も
見
え（

（1
（

、
各
人
が
定
め
申
し
た
内
容

は
、
本
来
、
奏
上
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
只
議
之
中
可
レ

然
一
両
可
レ

奏
」
き
も
の

で
あ
っ
た
。
奏
上
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
「
定
」
の
場
で
、
か
つ
「
議
」
に
入
る
前

の
定
申
の
段
階
に
お
い
て
、
全
て
の
勘
申
字
に
詳
細
な
意
見
を
述
べ
た
為
隆
の
姿

は
、
師
時
の
目
に
は
異
様
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。

天
治
改
元
以
降
、
少
な
く
と
も
一
二
世
紀
代
で
は
、『
江
家
次
第
』
の
よ
う
な
集

約
型
挙
奏
が
用
い
ら
れ
た
と
確
実
視
し
得
る
事
例
を
、
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
久
寿
改
元
（
一
一
五
四
年
）
で
は
「
人
々
定
申
旨
可
二

奏

聞
一

。
各
令
二

申
聞
一

」
と
の
記
述
が
見
え
、
安
元
改
元
（
一
一
七
五
年
）
で
も
「
各

被
二

定
申
一

、
慥
不
二

覚
悟
一

。
聞
二

各
被
レ

申
之
旨
一

、
可
レ

被
レ

奏
」
と
の
左
大
臣
藤
原

経
宗
の
言
に
よ
り
、「
人
々
定
申
字
等
」
が
蔵
人
藤
原
光
雅
に
示
さ
れ
た（

（1
（

。
一
二

世
紀
中
葉
に
は
、
公
卿
各
々
が
自
身
の
口
で
蔵
人
へ
推
挙
年
号
を
伝
え
て
い
た
の

で
あ
り
、
意
見
を
集
約
す
る
意
識
は
希
薄
に
な
っ
て
い
た
。
一
三
世
紀
中
葉
に
な

る
と
、『
平
戸
記
』
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
七
月
一
六
日
条
が
「
一
遍
申
了
已
後
、

以
二

職
事
一

被
レ

奏
之
時
、
以
〔
着
カ
〕レ

軾
之
間
、
忘
却
了
、
各
可
レ

被
レ

申
ト
コ
ソ
、
先
例
皆

被
レ

申
事
ナ
レ
」
と
記
す
如
く
、
蔵
人
へ
の
伝
達
に
際
し
て
、
上
卿
が
「
忘
却
了
、

3
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各
可
レ

被
レ

申
」
と
公
卿
へ
命
じ
、
公
卿
自
身
が
自
ら
の
推
挙
字
を
蔵
人
へ
伝
え
る

こ
と
が
「
先
例
」
と
な
っ
て
い
た
。

で
は
、
集
約
型
挙
奏
は
、
い
つ
、
い
か
に
し
て
列
挙
型
挙
奏
へ
変
化
し
た
の
だ

ろ
う
か
。『
中
右
記
』
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
二
月
一
〇
日
条
に
は
、「
次
第
見

下
又
申
上
。
承
安
・
長
治
、
此
二
間
可
レ

随
二

勅
定
一

。
申
上
了
付
二

頭
弁
一

被
レ

奏
二

件

旨�

一

。
勘
文
同
進
二

上
之
一

。
重
仰
云
、
件
二
年
号
中
、
重
可
二

申
上
一

」
と
の
記
述
が

あ
り
、
長
治
改
元
で
は
集
約
型
挙
奏
が
な
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
他
方
、
四
年
後

の
天
仁
改
元
（
一
一
〇
八
年
）
で
は
、
蔵
人
藤
原
為
房
か
ら
「
人
々
定
旨
ヲ
」
奏

さ
れ
た
白
河
院
が
「
其
中
左
府
択
申
正
治
・
天
仁
勝
レ

他
。
仍
此
二
間
重
可
二

択

申�

一

」
と
仰
せ
下
し
、
為
房
は
「
左
大
臣
被
二

定
申
一

二
年
号
之
中
、
重
猶
可
二

撰
申�

一

」

と
公
卿
に
伝
え
た（

（1
（

。
こ
の
年
号
定
で
は
、
藤
原
顕
実
が
天
仁
と
承
安
を
、
源
重
資

と
藤
原
顕
雅
が
天
永
と
元
徳
を
、
源
基
綱
が
天
永
と
元
徳
を
、
藤
原
宗
忠
ほ
か
六

名
が
元
徳
と
承
安
を
挙
げ
て
お
り
、
左
大
臣
源
俊
房
が
推
し
、
白
河
院
が
「
勝
レ

他
」
と
述
べ
た
正
治
と
天
仁
は
、
多
く
の
推
挙
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
俊

房
が
意
見
を
集
約
し
た
上
で
こ
の
二
つ
を
挙
奏
し
た
と
は
思
え
な
い
。「
其
中
」
や

「
勝
レ

他
」
と
の
表
現
を
思
う
と
、
こ
の
改
元
で
は
列
挙
型
挙
奏
が
採
ら
れ
た
と
見

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
仰
せ
の
後
の
議
論
（
＝
重
議
）
で
は
、
宗
忠
が
、
正
治
・

天
仁
に
対
す
る
反
音
や
音
通
の
難
を
述
べ
た
が
、
俊
房
は
「
天
人
ハ
多
楽
之
境
也
。

不
レ

可
レ

為�

レ

忌
歟
」
と
強
弁
し
、
俊
房
か
ら
「
強
不
レ

可
レ

為
レ

難
之
由
重
被
二

奏
聞
一

」

た
結
果
、
天
仁
字
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
天
仁
改
元
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
匡
房
が
正
治
と
天
仁
を
含
む
六
つ
も
の

年
号
字
を
勘
申
し
た
点
で
あ
る
。「
先
例
不
レ

過
レ

三
也
。
頗
多
。
如
何
」
と
宗
忠
が

記
し
た
如
く
、
こ
の
勘
申
数
は
異
例
と
も
言
え
る
多
さ
だ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
を

推
察
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
天
仁
改
元
の
直
前
で
長
治
改
元
の
次
に
あ
た
る

嘉
承
改
元
（
一
一
〇
六
年
）
の
様
子
で
あ
る（
（1
（

。
匡
房
の
勘
申
し
た
天
祚
・
延
祚
、

菅
原
在
良
の
天
永
・
承
安
・
嘉
承
、
藤
原
実
義
の
成
和
・
斉
泰
を
審
議
し
た
嘉
承

の
年
号
定
で
は
、
発
語
と
な
っ
た
基
綱
が
匡
房
の
勘
申
し
た
天
祚
字
を
、
続
く
宗

忠
が
同
じ
く
匡
房
勘
申
の
延
祚
字
を
定
め
申
し
た
が
、
そ
の
直
後
、
双
方
が
他
方

を
論
難
し
合
う
形
と
な
っ
た
。
宗
忠
は
、
在
良
が
勘
申
し
た
承
安
に
関
し
て
も
、
か

つ
て
俊
房
が
示
し
た
難
は
、
出
典
の
『
論
衡
』
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
あ
た
ら
な
い

と
主
張
す
る
。
開
始
直
後
で
の
こ
う
し
た
議
論
は
、「
自
余
諸
卿
殊
無
レ

所
レ

被
レ

申
」

と
い
う
状
況
を
引
き
起
こ
し
た
よ
う
で
、「
奏
二

聞
此
由
一

」
し
た
結
果
、「
自
二

御

所�

一

被
レ

下
二

旧
勘
文
一

」
て
、「
正
家
朝
臣
所
二

択
申
一

天
祐
・
延
寿
幷
在
良
朝
臣
所
二

択
申
一

嘉
承
等
間
、
前
〔
則
カ
〕可

二

定
申
一

」
と
の
仰
せ
が
下
る
こ
と
と
な
っ
た（
（1
（

。

所
功
は
、
こ
の
時
の
旧
勘
文
の
下
賜
か
ら
、「
院
政
下
に
あ
っ
て
も
、
新
年
号
の

選
定
は
、
天
皇
が
直
接
決
定
さ
れ
う
る
重
要
な
政
治
行
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
こ

と
を
読
み
取
っ
た（

11
（

。
し
か
し
、
重
視
す
べ
き
は
、
基
綱
・
宗
忠
の
如
き
年
号
定
で

の
議
論
が
、
還
っ
て
「
自
余
諸
卿
殊
無
レ

所
レ

被
レ

申
」
と
い
う
状
況
を
生
み
、「
定�

二

両
三
一

奏
レ

之
」
こ
と
を
不
可
能
と
し
た
事
実
で
あ
り
、
本
来
、
公
卿
が
推
挙
し
た

年
号
に
対
し
「
此
中
可
レ

用
二

何
年
号
一

哉
」
と
問
う
だ
け
の
天
皇
に
、
審
議
対
象
と

な
る
年
号
字
の
提
示
を
委
ね
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
点
で
あ
る
。
年
号
定
の
機
能

不
全
の
如
き
様
相
を
こ
こ
に
看
取
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
そ
う
し
た
機
能
不
全
を

回
避
す
る
手
段
が
、
一
つ
に
は
天
仁
改
元
に
お
け
る
匡
房
に
よ
る
六
年
号
の
勘
申

で
、
一
つ
に
は
俊
房
に
よ
る
列
挙
型
挙
奏
の
採
用
だ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
天
仁
改
元
が
幼
帝
鳥
羽
の
代
始
改
元
で
、「
人
々
定
旨
ヲ
」
奏
さ
れ
た
の
が
白

河
院
だ
っ
た
こ
と
を
も
想
起
す
る
と
、
公
卿
の
意
見
を
集
約
し
な
い
列
挙
型
挙
奏

4
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が
、
白
河
院
の
関
与
を
前
提
に
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
て

よ
い（

1（
（

。
そ
し
て
、「
人
々
多

0

0

0

被
レ

用
二

天
永
・
永
久
一

由
定
申
也
。
然
者
、
件
二
年
号

中
重
可
二

定
申
一

」
と
の
仰
せ
が
下
っ
た
天
永
改
元
（
一
一
一
〇
年
）
や
（
傍
点
は

筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）、「
人
々
議
趣
」
が
挙
奏
さ
れ
、「
人
々
申
旨

0

0

0

0

不
レ

同
也
。

又
多
申
上
。
猶
重
可
二

定
申
一

」
と
の
命
が
出
さ
れ
た
保
安
改
元
（
一
一
二
〇
年
）

な
ど
の
例
を
勘
案
す
る
と
、
鳥
羽
天
皇
の
代
始
で
あ
る
天
仁
改
元
で
採
用
さ
れ
た

列
挙
型
挙
奏
は
、
そ
れ
以
降
も
継
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
保
安
改
元
の
次
が
師

時
が
違
和
感
を
吐
露
し
た
天
治
改
元
で
あ
る
。

さ
て
、
天
治
の
次
の
大
治
改
元
（
一
一
二
六
年
）
で
は
、
多
く
の
公
卿
が
定
申

の
中
で
各
年
号
の
難
陳
を
行
い
、
師
時
も
そ
の
一
人
と
な
っ
た（

11
（

。
し
か
し
、
一
二

世
紀
中
葉
の
久
寿
改
元
で
は
定
申
が
簡
素
に
な
り
、「
重
相
議
、
一
同
可
二

定
申
一

」

と
の
仰
せ
が
下
っ
て
か
ら
の
重
議
に
議
論
は
集
中
し
た
よ
う
で
あ
る（

11
（

。
下
位
者
か

ら
推
挙
字
を
提
示
し
て
い
く
の
が
定
申
の
通
例
だ
っ
た
の
に
対
し
、
挙
奏
後
の
重

議
は
、
序
列
に
と
ら
わ
れ
ず
、
各
自
が
順
不
同
に
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
。「
定
二

両
三
一

奏
レ

之
」
す
集
約
型
挙
奏
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
挙

奏
前
の
議
論
は
、
そ
の
意
義
を
減
じ
さ
せ
た
に
相
違
な
く
、
議
論
が
挙
奏
後
の
重

議
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
れ
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
各
人
の
推

挙
す
る
年
号
を
、
推
挙
者
の
名
と
と
も
に
列
挙
し
て
奏
上
す
る
列
挙
型
挙
奏
が
採

用
さ
れ
た
こ
と
で
、
公
卿
た
ち
は
、
制
約
の
強
い
定
申
で
の
議
論
に
拘
泥
し
な
く

な
り
、
こ
れ
以
降
は
、
自
由
に
意
見
を
述
べ
得
る
重
議
の
場
で
、
自
ら
の
「
知
」

を
積
極
的
に
主
張
し
、
戦
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

二
　
年
号
勘
文
の
数
的
検
討

列
挙
型
挙
奏
が
登
場
し
た
天
仁
改
元
（
一
一
〇
八
年
）
で
は
、
大
江
匡
房
が
異

例
と
も
言
え
る
六
つ
の
年
号
を
勘
申
し
た
。『
尚
書
』
を
典
拠
と
す
る
元
徳
、『
左

伝
』
か
ら
導
き
出
し
た
安
徳
、『
荘
子
』
か
ら
正
治
、『
漢
書
』
よ
り
安
治
、『
文

選
』
か
ら
天
仁
、『
論
衡
』
か
ら
承
安
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
だ
っ
た
が
、
こ
の
う

ち
、
こ
の
時
初
め
て
勘
出
さ
れ
た
年
号
は
正
治
と
安
治
の
二
つ
に
過
ぎ
ず
、
他
の

四
つ
は
以
前
の
年
号
定
で
勘
申
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
年
号
だ
っ
た
。
元
徳
は
、
延

久
改
元
（
一
〇
六
九
年
）
に
藤
原
実
綱
が
『
周
易
』
か
ら
勘
申
し
た
の
が
初
出
で
、

匡
房
が
「
依
二

母
喪
一

」
っ
て
勘
文
を
進
め
な
か
っ
た
承
徳
改
元
（
一
〇
九
七
年
）

に
は
、「
別
蒙
二

宣
旨
一

」
っ
た
藤
原
行
家
が
出
典
を
『
尚
書
』
に
変
え
て
提
出
し
て

い
た
。
安
徳
は
、
藤
原
正
家
が
、
承
暦
改
元
（
一
〇
七
七
年
）
と
承
徳
改
元
の
二

度
、『
左
伝
』
を
典
拠
に
勘
申
し
て
お
り
、
採
用
さ
れ
た
天
仁
は
、
長
治
改
元
（
一

一
〇
四
年
）
に
匡
房
自
身
が
案
出
し
、
今
時
が
二
度
目
の
勘
申
だ
っ
た
。
承
安
は
、

天
喜
改
元
（
一
〇
五
三
年
）
に
実
綱
が
『
尚
書
』
か
ら
勘
申
し
、
寛
治
改
元
（
一

〇
八
七
年
）
に
匡
房
が
出
典
を
『
論
衡
』
に
変
更
し
た
も
の
だ
が
、
以
後
も
『
尚

書
』
と
『
論
衡
』
の
双
方
を
用
い
て
し
ば
し
ば
勘
申
さ
れ
た
。
天
仁
改
元
の
直
前

の
嘉
承
改
元
時
（
一
一
〇
六
年
）
に
も
、
菅
原
在
良
が
『
論
衡
』
か
ら
承
安
を
勘

申
し
て
い
た
点
は
前
に
触
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
匡
房
が
勘
申
し
た
年
号
は
、
自
身
や
別
の
人
物
が
以
前
に
勘
申
し

た
こ
と
の
あ
る
年
号
が
多
く
を
占
め
た
が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
今
回
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
く
、
ま
た
、
匡
房
に
特
有
の
こ
と
で
も
な
い
。
表
（
は
、『
元
秘
別
録
』

か
ら
知
ら
れ
る
一
一
・
一
二
世
紀
の
勘
申
年
号
に
つ
い
て
、
新
規
の
勘
申
年
号
か

5
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既
出
の
年
号
か
に
考
慮
し
な
が
ら
、
数
的
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る（
11
（

。

一
二
世
紀
第
Ⅱ
四
半
期
に
は
、
新
規
勘
申
年
号
の
比
率
が
若
干
高
い
値

を
示
す
が
、
こ
れ
は
『
元
秘
別
録
』
の
第
一
冊
の
末
尾
に
相
当
す
る
天

永
（
一
一
一
〇
年
）・
永
久
（
一
一
一
三
年
）・
元
永
（
一
一
一
八
年
）・

保
安
（
一
一
二
〇
年
）
の
四
度
の
改
元
に
関
し
て
は
、
引
文
を
明
記
し

な
い
形
で
在
良
の
勘
文
だ
け
が
記
さ
れ
る
と
い
っ
た
『
元
秘
別
録
』
の

不
備
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る（

11
（

。『
元
秘
別
録
』
が
継
続
的
に

年
号
勘
文
を
記
す
の
は
長
元
改
元
（
一
〇
二
八
年
）
か
ら
だ
が
、
そ
れ

以
降
、
新
規
に
勘
申
さ
れ
る
年
号
は
、
勘
申
年
号
総
数
の
三
割
か
ら
四

割
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
一
・
一
二
世
紀
で
五
回
以
上
の
年
号
勘
申
に
携
わ
っ
た
人
物
の
勘

申
傾
向
を
ま
と
め
た
表
（
か
ら
は
、
二
、
三
の
年
号
字
を
提
出
す
る
こ

と
が
通
例
の
一
度
の
勘
申
に
お
い
て
（
〈a〉
）、
自
身
が
以
前
に
勘
申
し
た

年
号
を
、
一
つ
程
度
は
含
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
〈b〉
）。
保
元
三

年
（
一
一
五
八
）
に
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
元
暦
二
年
（
一
一

八
五
）
に
出
家
す
る
ま
で
、
治
承
改
元
（
一
一
七
七
年
）
を
除
く
一
二

回
の
改
元
で
年
号
勘
申
を
行
っ
た
藤
原
俊
経
を
例
に
採
る
と
、
大
喜
・

弘
保
・
大
応
の
各
字
を
五
度
に
わ
た
っ
て
勘
申
し
、
永
万
・
寿
永
の
両

字
は
三
回
目
の
勘
申
で
採
用
さ
れ
た
。
勘
申
が
一
回
き
り
だ
っ
た
字
は

一
二
の
勘
申
年
号
の
う
ち
七
つ
に
止
ま
り
、
う
ち
平
治
・
安
元
の
二
字

は
初
回
の
勘
申
で
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
二
字
も
、
初
回
で
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
ら
、
勘
申
さ
れ
続
け
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
表
（
の
中

で
、
同
一
年
号
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
勘
申
す
る
こ
と
の
少
な
い
匡
房
、

表 1　勘申年号の推移
新規勘申
年号

既出勘申年号
同一人物の勘申年号 別人物の勘申年号

（（ 世紀
第Ⅰ四半期

（（
（（（%）

（
（（%）

同出典 0（0%）
（

（（（%）

同出典 0（0%）
別出典 0（0%） 別出典 0（0%）
不明 （（（00%） 不明 （（（00%）

（（ 世紀
第Ⅱ四半期

（（
（（（%）

（
（（（%）

同出典 （（（0%）
（

（（%）

同出典 （（（00%）
別出典 （（（（%） 別出典 0（0%）
不明 （（（（%） 不明 0（0%）

（（ 世紀
第Ⅲ四半期

（（
（（（%）

（
（（（%）

同出典 （（（（%）
（0

（（（%）

同出典 （（（0%）
別出典 （（（（%） 別出典 （（（0%）
不明 0（0%） 不明 0（0%）

（（ 世紀
第Ⅳ四半期

（（
（（（%）

（（
（（（%）

同出典 （（（（00%）
（（

（（（%）

同出典 （（（（（%）
別出典 0（0%） 別出典 （（（（（%）
不明 0（0%） 不明 （（（%）

（（ 世紀
第Ⅰ四半期

（0
（（（%）

（（
（（（%）

同出典 （（（（%）
（（

（（（%）

同出典 （（（（（%）
別出典 0（0%） 別出典 0（0%）
不明 （（（（%） 不明 （（（%）

（（ 世紀
第Ⅱ四半期

（（
（（（%）

（（
（（（%）

同出典 （0（（（%）
（（

（（（%）

同出典 （（（（0%）
別出典 （（（%） 別出典 （（（0%）
不明 0（0%） 不明 0（0%）

（（ 世紀
第Ⅲ四半期

（（
（（（%）

（（
（（（%）

同出典 （（（（00%）
（（

（（（%）

同出典 （（（（（%）
別出典 0（0%） 別出典 （0（（（%）
不明 0（0%） 不明 0（0%）

（（ 世紀
第Ⅳ四半期

（（
（（（%）

（（
（（（%）

同出典 （（（（00%）
（（

（（（%）

同出典 （（（（（%）
別出典 0（0%） 別出典 （（（%）
不明 0（0%） 不明 0（0%）
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藤
原
永
範
、
藤
原
資
長
は
、
一
度
目
の
勘
申
で
採
用
さ
れ
た
事
例
の
多
い
者
で
、
逆

に
採
用
さ
れ
た
年
号
字
が
存
在
し
な
い
藤
原
実
政
や
藤
原
成
季
な
ど
は
、
同
一
年

号
の
勘
申
を
複
数
回
行
っ
て
い
る
（
〈c〉
・
〈d〉
）。
採
用
年
号
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
同
じ
字
を
勘
申
す
る
こ
と
の
な
い
藤
原
長
光
な
ど
、
新
規
に
年
号
を
案
出
す

る
か
否
か
に
個
人
差
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
が
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
年
号
を

何
度
も
繰
り
返
し
勘
申
す
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
あ
り
方
だ
っ
た
と
理
解
し

て
よ
い（

11
（

。

俊
経
が
五
度
も
勘
申
し
た
大
喜
は
『
白
虎
通
』
を
典
拠
に
自
身
が
考
案
し
た
年

号
だ
が
、『
史
記
』
か
ら
勘
申
し
た
大
応
は
、
長
元
改
元
の
際
に
、
大
江
挙
周
が
同

じ
く
『
史
記
』
か
ら
勘
出
し
た
年
号
で
、
弘
保
も
、
天
養
改
元
（
一
一
四
四
年
）

以
降
、
俊
経
ま
で
に
三
度
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
晋
書
』
に
基
づ
く
年
号
で
あ
る
。
既

出
の
勘
申
年
号
を
別
人
物
が
改
め
て
提
出
す
る
場
合
、
一
一
世
紀
代
で
は
、
出
典

を
変
更
す
る
例
を
散
見
す
る
が
、
一
二
世
紀
に
入
る
と
、
同
じ
出
典
の
ま
ま
提
出

す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
（
表
（
）。
治
承
字
は
、『
龍
魚
河
図
』
を
典
拠
に
永
暦

改
元
時
（
一
一
六
〇
年
）
に
俊
経
が
初
め
て
勘
出
し
た
も
の
だ
が
、
俊
経
が
永
万
・

弘
保
・
大
喜
を
勘
申
し
た
長
寛
改
元
（
一
一
六
三
年
）
に
は
、『
龍
魚
河
図
』
と
同

一
と
思
し
い
『
河
図
』
か
ら
長
光
が
治
承
字
を
勘
申
し
、
俊
経
が
出
仕
し
な
か
っ

た
治
承
改
元
時
に
、『
河
図
』
を
出
典
と
す
る
永
範
の
勘
申
で
採
用
さ
れ
た（

11
（

。
儒

者
た
ち
は
年
号
字
に
関
す
る
「
知
」
を
共
有
し
、
融
通
し
合
っ
て
い
た
と
言
え
、
ま

た
、
自
ら
が
考
案
し
た
年
号
字
を
独
占
す
る
意
識
も
希
薄
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
一

二
世
紀
の
あ
り
方
の
前
提
に
は
、
以
前
の
勘
文
が
整
理
・
継
承
さ
れ
て
い
た
事
実

を
予
想
し
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
和
改
元
（
一
〇
一
二
年
）
の
際
、
藤
原
道
長

の
度
々
の
仰
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
回
の
寛
弘
改
元
時
（
一
〇
〇
四
年
）
に
提

表 2　勘申回数上位者の勘申傾向

勘申者
勘申年
（西暦）

勘申
回数

勘申年号数 勘申年号数
（延数）／回

複数回勘申
年号数／回

複数回勘申
年号の割合

採用年
号数

延数 実数
複数回勘
申年号 〈a〉 〈b〉 〈c〉 〈d〉

大江挙周 （0（（–（0（（ （ （（ （（ （ （.（ 0.（ （（.（% （（（）
藤原実綱 （0（（–（0（（ （ （（ （ （ （.（ （.（ （（.（% （（（）
藤原正家 （0（（–（（0（ （ （（ （0 （（ （.（ （.（ （（.（% （（（）
藤原実政 （0（（–（0（（ （ （0 （ （ （.0 （.（ （0.0% 0（0）
大江匡房 （0（（–（（0（ （ （（ （（ （ （.（ 0.（ （（.（% （（（）
藤原成季 （0（（–（0（（ （ （（ （（ （（ （.（ （.（ （（.（% 0（0）
菅原在良 （0（（–（（（0 （ （（ （（ （0 （.0 （.（ （（.（% （（（）
藤原敦光 （（0（–（（（（ （ （（ （（ （（ （.（ （.（ （（.（% （（（）
藤原永範 （（（（–（（（（ （（ （（ （（ （（ （.（ （.（ （（.（% （（（）
藤原長光 （（（（–（（（（ （ （（ （（ （ （.（ （.（ （（.（% 0（0）
藤原俊経 （（（（–（（（（ （（ （（ （（ （（ （.（ （.（ （（.0% （（（）
藤原資長 （（（（–（（（（ （ （（ （0 （ （.（ 0.（ （（.（% （（（）
藤原光範 （（（（–（（0（ （0 （（ （0 （（ （.（ （.（ （（.（% （（（）
※採用年号数の（　）の数字は、1度目の勘申で採用された年号数（内数）を示す
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出
さ
れ
た
寛
仁
字
の
勘
文
を
文
章
博
士
が

「
引
出
」
し
得
な
か
っ
た
一
一
世
紀
前
葉
の

状
況
と
は
大
き
な
差
が
あ
る（

11
（

。

年
号
の
出
典
に
も
詳
細
な
考
究
を
及
ぼ

し
た
所
功
は
、「
採
用
年
号
の
出
典
は
、
史

書
類
と
経
書
類
が
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、

未
採
用
案
を
加
え
る
と
、
経
書
類
の
『
尚

書
』（
書
経
）
と
『
周
易
』（
易
経
）
が
と

く
に
多
く
、
史
書
類
の
『
後
漢
書
』
と
『
漢

書
』
お
よ
び
集
類
の
『
文
選
』
が
次
に
多

い
」
と
結
論
し
た（

11
（

。
こ
の
う
ち
『
文
選
』

に
着
目
す
る
と
、「
博
士
所
レ

進
字
不
快
。

有
レ

勅
以
二

文
選
白
雉
詩
文
一

被
レ

改
」
た
延

長
改
元
（
九
二
三
年
）
を
除
け
ば（

1（
（

、
匡
房

勘
申
の
天
仁
が
『
文
選
』
を
出
典
と
す
る

採
用
年
号
の
初
例
で
あ
る
。
長
久
改
元
時

（
一
〇
四
〇
年
）、
橘
孝
親
が
、
す
で
に
『
文

選
』
か
ら
元
功
を
勘
出
し
て
い
た
が（

11
（

、
に

も
か
か
わ
ら
ず
『
元
秘
抄
』
二
、
年
号
引

文
は
、『
文
選
』
を
「
始
出
」
し
た
人
物
を

「
匡
房
」
と
記
す
。
前
後
の
時
期
に
は
『
文

選
』
が
勘
文
の
主
要
な
出
典
と
な
っ
て
お

り
（
図
（
）、『
文
選
』
の
利
用
は
匡
房
の

尚書

尚書

尚書

尚書

尚書

尚書

尚書

周易

周易

周易

周易

周易

周
易

その他

その他

そ
の
他 その他

その他 その他

その他

その他

その他

毛詩

毛詩

毛
詩

毛詩

毛詩

毛詩

毛詩

（経類）
（経類）

（経類）

（経類）

（経類）

（経類）

（経類）

（経類）

（
史
類
）

（史類）

（史類）
（史類）

（史類）

史記

史記

史記

史記

史記

史記

漢
書

漢書

漢書

漢書

漢書

漢
書

漢書

文選

文選
文選

文選文選

文選

後
漢
書

後漢書

後
漢
書

後漢書

後
漢
書

後
漢
書

後
漢
書

後漢書（史類）

経類

経類

経
類

経
類

経
類

経
類

経
類

経
類

経
類

史類

史類

史類

史類史類

史
類

史
類

史
類

史
類

11 世紀第Ⅳ四半期（30 点・13 種） 12 世紀第Ⅱ四半期（42 点・24 種）

11・12 世紀全体（213 点・69 種）

12 世紀第Ⅰ四半期（16 点・7種）

12 世紀第Ⅲ四半期（42 点・24 種） 12 世紀第Ⅳ四半期（22 点・14 種）

11 世紀第Ⅱ四半期（27 点・20 種）11 世紀第Ⅰ四半期（10 点・6種） 11 世紀第Ⅲ四半期（24 点・13 種）

図 1　新規勘申年号及び既出勘申年号（別出典）の出典
※尚書・周易・毛詩は、それぞれ正義を含む。
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勘
申
か
ら
一
般
化
し
た
と
捉
え
て
よ
い（
11
（

。『
後
漢
書
』『
漢
書
』
な
ど
史
類
の
利
用

に
関
し
て
も
、
出
典
の
変
遷
を
示
し
た
図
（
か
ら
は
、
一
一
世
紀
に
は
『
尚
書
』

『
周
易
』
を
中
心
と
す
る
経
類
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
、
一
二
世
紀
に
は
経

類
の
利
用
を
凌
駕
し
た
こ
と
を
窺
え
る
。
前
述
し
た
如
く
『
元
秘
別
録
』
に
は
天

永
か
ら
保
安
の
勘
文
に
不
備
が
存
在
し
、『
文
選
』
や
史
類
の
利
用
か
ら
見
る
限
り
、

年
号
勘
文
の
あ
り
方
は
、
一
一
世
紀
と
一
二
世
紀
の
交
に
変
化
し
て
い
た
可
能
性

が
強
い
。
大
江
維
時
が
か
つ
て
勘
出
し
た
嘉
保
字
を
、
匡
房
が
自
身
の
名
で
勘
申

し
た
と
い
う
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
事
例
や
、
別
人
物
が
既
出
年
号
を
同
一
出

典
で
勘
申
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
前
述
の
事
柄
な
ど
も
、
変
化
の
時
期
が
お
お

よ
そ
一
致
し
て
い
る
。

長
元
改
元
で
挙
周
が
勘
出
し
た
大
応
は
、「
輔
レ

徳
、
天
下
大
応
。
清
レ

意
以
昭
二

待〔
受
カ
〕上
帝
命
一

、
天
其
重
レ

命
用
レ

休
」
と
の
引
文
で
、『
史
記
』
巻
二
、
夏
本
紀
に
依

拠
し
て
い
た
。
こ
の
引
文
は
禹
が
舜
に
述
べ
た
言
の
一
節
で
、『
尚
書
』
皋
陶
謨
に

同
話
が
あ
る
が
、
字
の
基
と
な
っ
た
「
天
下
大
応
」
と
の
章
句
は
『
尚
書
』
に
は

存
在
し
な
い
。
経
書
で
は
不
明
確
な
吉
祥
句
を
『
史
記
』
か
ら
導
き
出
す
意
図
が

こ
こ
に
窺
え
る（

11
（

。
寛
治
改
元
時
（
一
〇
八
七
年
）
に
成
季
が
提
出
し
た
康
寧
字
で

は
、『
史
記
』
巻
三
八
、
宋
微
子
世
家
と
『
漢
書
』
巻
八
、
宣
帝
紀
、
地
節
二
年
三

月
庚
午
条
と
を
合
わ
せ
て
引
文
が
作
ら
れ
た
が
、
う
ち
『
史
記
』
の
章
句
は
い
わ

ゆ
る
洪
範
九
疇
の
一
節
で
、『
尚
書
』
洪
範
か
ら
の
引
用
で
も
問
題
な
い
。
引
文
に

は
「
鄭
玄
曰
、
康
寧
民
安
平
也
」
と
い
っ
た
鄭
玄
の
注
文
が
含
ま
れ
て
お
り
、
康

寧
の
意
味
を
明
示
す
る
意
図
で
、
鄭
玄
注
を
引
く
『
史
記
』
か
ら
引
用
し
た
の
か

と
も
思
わ
れ
る
。
天
暦
改
元
時
（
九
四
七
年
）
の
大
江
朝
綱
は
、『
漢
書
』
巻
四
、

文
帝
紀
、元
年
正
月
条
を
用
い
た
「
古
者
殷
周
国

〔
有
脱
カ
〕、治
安
皆
且
千
歳
。〈
師
古
曰
、
治

安
、
音
〔
言
カ
〕二

治
理
而
且
安
寧
一

也
。〉
有
二

天
下
一

者
莫
レ

長
レ

焉
。〈
師
古
曰
、
其
〔
言
カ
〕下

上
古
以

来
国
祚
而
長
久
、
無
中

及
二

殷
周
一

者
上

也
。〉」
と
の
引
文
で
、
治
安
字
を
勘
申
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
啓
（
後
の
景
帝
）
の
立
太
子
を
文
帝
に
請
う
有
司
の
言
の
一
節

で
、
殷
・
周
の
あ
り
方
を
踏
襲
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
史
類
の
利
用
は
、

本
来
、
経
類
を
補
う
性
格
を
有
し
て
い
た
と
見
る
の
が
穏
当
で
、
史
書
の
中
で
本

紀
の
使
用
が
一
定
数
存
在
す
る
の
も
、
こ
の
こ
と
と
連
関
す
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
史
類
の
利
用
増
加
は
、
本
紀
だ
け
で
な
く
列
伝
の
積
極
的
な
利
用
を

誘
発
し
た
可
能
性
が
高
く
（
表
（
）、
列
伝
の
性
格
を
思
う
と
、
帝
王
の
徳
と
い
う

経
類
的
な
理
念
と
無
関
係
な
も
の
が
含
ま
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
推
測
に
難
く
は
な

い
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、『
史
記
』『
漢
書
』
よ
り
も
『
後
漢
書
』
の
利
用
に
強
く

見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
天
治
改
元
（
一
一
二
四
年
）
の
藤
原
敦
光
に
よ
る
慶

延
字
の
引
文
は
、『
後
漢
書
』
巻
四
六
、
郭
躬
伝
を
出
典
と
す
る
「
慶
延
二

于
代
一

。

蓋
由
レ

此
也
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
引
文
の
趣
意
は
、
刑
罰
に
寛
容
公
正
だ
っ
た
郭

躬
の
如
き
人
物
が
い
た
結
果
、「
法
家
之
能
慶
延
二

于
世
一

。
蓋
由
レ

此
也
」
と
す
る

表 3　史記・漢書・後漢書の 
引文利用
（0・（（ 世紀 （（ 世紀

史
記

本紀 （ （
世家 （ （
列伝 （ 0
小計 （ （

漢
書

本紀 （ （
志 0 （
列伝 （ （（
小計 （ （（

後
漢
書

本紀 （ （
列伝 （ （（
不明 （ 0
小計 （ （（
合計 （（ （（
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も
の
で
、「
慶
」
は
法
家
の
「
慶
」
と
解
し
得
る
。
治
承
改
元
に
永
範
が
勘
出
し
た

養
和
は
、「
幸
得
下

保
二

牲
〔
性
カ
〕命

一

、
存
レ

神
養
上
レ

和
」
と
の
引
文
に
よ
る
が
、
こ
れ
は
、

隠
遁
生
活
を
送
る
台
佟
が
、「
居
レ

身
如
レ

是
甚
苦
。
如
何
」
と
問
う
刺
史
へ
返
答
し

た
内
容
の
一
部
で
、「
養
和
」
し
て
い
る
人
物
は
台
佟
で
あ
る
（
巻
八
三
、
逸
民
伝

（
台
佟
伝
））。
仁
平
改
元
（
一
一
五
一
年
）
に
お
け
る
永
範
の
勘
文
、「
政
貴�

二

仁

平�

一

」（
＝
仁
平
の
勘
出
）
な
ど
は
、
姑
臧
県
の
長
で
あ
る
孔
奮
が
「
既
立
レ

節
、
治

貴
二

仁
平
一

」
だ
っ
た
と
評
す
巻
三
一
、
孔
奮
伝
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

森
本
角
藏
は
、「
年
號
勘
文
の
語
句
は
形
式
の
上
か
ら
い
つ
て
も
、
調
子
の
よ
い

も
の
で
あ
り
、
内
容
の
上
か
ら
も
め
で
た
い
明
る
い
気
分
の
も
の
が
多
い
」
と
述

べ
、「
内
容
の
上
か
ら
分
類
し
て
見
る
と
、
為
政
者
の
理
想
抱
負
・
鑑
戒
・
欣
求
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
に
も
な
る
か
と
思
ふ
」
と
指
摘
し
た（

11
（

。
所
も
、「
お
も
に
治
世

の
理
想
を
表
明
す
る
年
号
文
字
を
探
す
に
は
、
古
代
中
国
の
経
書
と
史
書
が
子
類

や
緯
類
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
章
句
を
随
所
に
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
考

察
す
る（

11
（

。
全
体
的
・
通
時
代
的
な
説
明
と
し
て
は
森
本
や
所
の
理
解
に
誤
り
は
な

く
、
右
に
触
れ
た
『
後
漢
書
』
の
事
例
は
例
外
的
に
扱
う
の
が
無
難
だ
が
、
そ
れ

で
も
留
意
す
べ
き
は
、
帝
王
の
徳
の
範
疇
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
年
号
か

ら
は
適
切
で
は
な
い
文
意
の
引
文
が
存
在
し
た
点
で
あ
る
。
仁
平
・
養
和
な
ど
採

用
年
号
も
同
様
で
あ
る
。「
為
政
者
の
理
想
抱
負
・
鑑
戒
・
欣
求
」
や
「
治
世
の
理

想
」
と
は
懸
け
離
れ
た
勘
文
が
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
く
、
史
類
の
使
用
が
顕

著
と
な
り
、
列
伝
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
一
世
紀
と
一
二
世

紀
の
交
を
境
に
、
そ
の
傾
向
は
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

三
　
難
陳
の
類
型
に
み
る
議
論
の
深
化

挙
奏
前
の
定
申
や
評
議
、
仰
せ
の
後
の
重
議
で
公
卿
が
示
し
た
論
難
・
陳
弁
は
、

史
料
上
、「
難
陳
」
と
称
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
大
治
改
元
時
（
一
一
二
六
年
）
に
発
語

を
担
っ
た
藤
原
為
隆
は
、「
敦
光
朝
臣
勘
申
天
寿
・
大
治
、
文
字
・
本
文
幷
無
二

指

難
一

」
と
定
め
申
し
た
が（
11
（

、
こ
こ
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
難
陳
は
、「
文
字
」（
Ⅰ
）

と
「
本
文
」（
Ⅱ
）
の
二
つ
の
側
面
を
複
合
す
る
形
で
行
わ
れ
た
。
後
者
の
本
文
に

関
し
て
は
、
引
文
の
趣
意
が
年
号
と
し
て
適
切
か
否
か
（
Ⅱ
―
ⅰ
）
や
、
畳
字
（
＝

隣
接
す
る
字
）
か
生
合
（
＝
隣
接
し
な
い
字
の
組
み
合
わ
せ
）
か
と
い
っ
た
引
文

内
で
の
年
号
字
の
位
置
（
Ⅱ
―
ⅱ
）
が
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
主
要
な
論
点
と

な
る
の
は
趣
意
の
方
で
、
後
者
の
文
字
の
位
置
に
関
し
て
は
容
易
か
つ
客
観
的
に

判
断
し
得
る
一
方
、「
年
号
本
意
可
レ

撰
二

畳
字
本
文
一

歟
。
而
件
康
和
、
以
三

康
楽

与�

二

和
気
一

而
生
合
。
若
有
二

同
品
年
号
一

者
、
可
レ

被
レ

用
二

畳
字
一

歟
」
と
の
寛
徳
改

元
（
一
〇
四
四
年
）
の
源
師
房
の
意
見
を
参
照
す
れ
ば（

11
（

、
副
次
的
な
判
断
基
準
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

Ⅰ 

文
字

Ⅱ 

本
文

ⅰ 

字
句
的
視
点

ⅱ 

歴
史
的
視
点

ａ 

字
義

ｂ 

字
形

ｃ 

測
字

ｄ 

反
音

ｅ 

音
通

ａ 

漢
年
号
と
の
対
比

ｂ 

和
年
号
と
の
対
比

ⅰ 

引
文
の
趣
意

ⅱ 

引
文
内
で
の
年
号
字
の
位
置
（
畳
字
・
生
合
）

図 2　難陳の類型
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引
文
の
趣
意
（
Ⅱ
―
ⅰ
）
に
関
す
る
例
と
し
て
は
、
大
治
改
元
で
為
隆
が
述
べ

た
「
於
二

長
承
一

者
、
勘
申
本
文
、
秦
始
皇
廿
九
年
、
至
二

陽
武
博
浪
沙
中
一

、
為
レ

盗

所
レ

驚
。
求
弗
レ

得
。
登
更
〔
之
罘
カ
〕刻
。
不
祥
文
也
。
雖
二

本
文
一

事
発
不
吉
也
。
不�

レ

可

レ�

被�

レ

用
歟
」
と
の
意
見
を
挙
げ
得
る
。
こ
の
時
の
引
文
は
、
天
治
改
元
（
一
一
二

四
年
）
の
も
の
を
参
照
す
る
と
、「
史
記
曰
、
長
承�

二

聖
治
一

、
群
臣
嘉
レ

徳
」
と
い
っ

た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
年
号
定
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
引
文
か
ら
だ

け
で
右
の
如
き
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
引
文
の
趣
意
に
言
及
す

る
に
は
、
事
前
の
周
到
な
準
備
や
、
漢
籍
に
精
通
し
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
一
方
、
こ
う
し
た
種
類
の
難
陳
が
数
多
く
存
在
す
る
の
も
事
実
で
、
こ
こ
に
公

卿
た
ち
の
漢
籍
に
対
す
る
「
知
」
の
一
端
を
窺
え
る
。

永
長
字
は
、
天
喜
改
元
時
（
一
〇
五
三
年
）
に
平
定
親
が
『
後
漢
書
』
巻
一
下
、

光
武
帝
紀
、
建
武
一
五
年
三
月
条
か
ら
勘
申
し
た
の
が
初
め
だ
が
、「
稟
レ

国
永
長
、

為
二

後
代
法
一

」
と
の
引
文
に
対
し
て
は
、
応
徳
改
元
（
一
〇
八
四
年
）
の
際
に

「
案�

二

後
漢
書
本
文
一

、
諸
侯
王
事
也
。
非
二

王
者
事
一

」
と
述
べ
た
大
江
匡
房
の
論
難

が
存
在
す
る（

11
（

。
文
脈
か
ら
見
て
匡
房
の
難
は
的
確
な
も
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、

一
二
年
後
の
永
長
改
元
（
一
〇
九
六
年
）
で
匡
房
自
ら
が
永
長
字
を
勘
申
し
、
採

用
に
至
っ
た
点
で
あ
る（

1（
（

。
こ
の
時
、
匡
房
は
、「
永
長
如
何
。
若
他
所
有
二

不
快
之

文
一

乎
〔
者
カ
〕、
承
徳
如
何
」
と
の
摂
政
藤
原
師
通
の
意
見
に
対
し
て
、「
永
長
他
所
有
二

不

快
文
一

之
条
不
二

見
給
及
一

。
若
有
二

不
快
之
文
一

者
、
争
可
二

勘
申
一

乎
。
抑
後
漢
書

文
之
次
、
有
下

為
二

後
代
法
一

之
文
上

」
と
弁
じ
て
お
り
、
漢
籍
の
「
知
」
に
基
づ
く

難
陳
で
あ
っ
て
も
、
重
視
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
時
に
応
じ
て
濃
淡
が
あ
っ
た

様
子
を
看
取
で
き
る
。

引
文
の
趣
意
（
Ⅱ
―
ⅰ
）
へ
の
難
が
決
定
的
な
判
断
基
準
と
な
り
得
な
か
っ
た

の
は
、
難
陳
が
本
文
（
Ⅱ
）
と
と
も
に
文
字
（
Ⅰ
）
を
も
重
ん
じ
た
か
ら
で
、
文

意
が
適
切
で
は
な
い
引
文
が
存
在
し
得
た
の
も
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
。
文
字
に

対
す
る
難
陳
は
、
字
句
的
視
点
（
Ⅰ
―
ⅰ
）
か
ら
な
さ
れ
た
言
説
と
歴
史
的
視
点

（
Ⅰ
―
ⅱ
）
か
ら
の
そ
れ
と
に
大
別
し
得
る
。
前
者
と
し
て
は
、「
和
万
、
人
々
不�

二

定
申
一

。
有
二

巨
難
一

歟
。
和
者
、
軍
門
之
名
也
。
万
者
、
軍
中
舞
名
也
。
上
下
両
字

皆
為
二

武
事
一

。
尤
可
レ

禁
」
と
あ
る
よ
う
な
、
字
義
（
ａ
）
の
禁
忌
の
有
無
が
本
質

的
か
つ
中
核
的
な
議
論
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
長
和
改
元
時
（
一
〇
一
二
年
）
に
「
此

中
長
和
頗
宜
、
和
字
不
快
」
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
陣
定
と
し
て
の
年
号

定
が
定
着
す
る
一
一
世
紀
前
葉
に
ま
で
遡
る（

11
（

。「
天
寿
謂
二

元
年
一

尤
吉
也
。
謂
二

二

年
・
三
年
一

頗
有
レ

憚
。
如
何
」
と
い
う
論
難
も
、
広
い
意
味
で
の
字
義
の
難
と
捉

え
ら
れ
る（

11
（

。
他
に
、「
承
字
従
レ

水
。
不
レ

宜
」
に
見
え
る
よ
う
な
偏
や
旁
な
ど
の

字
形
（
ｂ
）、「
盛
字
従
二

戈
血
一

歟
。
頗
不
快
」
の
如
く
漢
字
を
分
解
し
て
判
断
す

る
測
字
（
ｃ
）、「
正
治
ハ
反
音
詞
也
。
頗
有
二

忌
諱
音
一

也
」
の
よ
う
な
一
字
目
を

声
母
、
二
字
目
を
韻
母
と
し
た
反
音
（
ｄ
）、「
天
仁
ハ
音
又
通
二

天
人
一

也
。
年
号

ハ
、
或
漢
音
或
倭
音
共
所
レ

被
レ

読
也
。
天
人
頗
不
レ

得
レ

心
」
の
如
き
音
通
（
ｅ
）

も
、
字
句
的
視
点
か
ら
の
難
陳
の
範
疇
と
し
て
解
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
字
義
を

中
核
に
し
て
字
形
や
音
訓
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
た（

11
（

。

他
方
、
過
去
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
年
号
字
と
比
較
し
、
過
去
の
政
治
・

社
会
状
況
に
考
慮
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
、
歴

史
的
視
点
（
Ⅰ
―
ⅱ
）
か
ら
の
難
陳
と
把
握
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
長
和
改
元

時
に
勘
申
さ
れ
た
太
初
は
、
前
漢
・
前
秦
・
西
秦
・
南
涼
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
の

あ
る
年
号
だ
っ
た
が
、「
件
年
号
前
秦
九
年
。
即
為
二

姚
興
一

所
レ

滅
。
西
秦
廿
一
年
。

年
歴
雖
レ

久
、
偽
主
代
無
二

殊
事
一

、
非
レ

可
二

庶
幾
一

。
南
涼
三
年
。
歴
甚
少
」
の
よ

11

東アジア文明講座紀要　第 2号



う
に
、
そ
の
年
号
を
用
い
た
王
朝
の
衰
微
、
君
主
の
正
統
性
の
有
無
、
年
号
の
継

続
年
数
の
長
短
な
ど
が
留
意
さ
れ
た（

11
（

。
前
漢
の
太
初
年
号
に
関
し
て
も
、「
武
帝

之
時
非
二

乱
代
一

、
其
例
可
二

因
准
一

。
然
而
彼
年
柏
梁
台
災
。
庶
二

幾
彼
年
之
例
一

、

亦
甚
無
為
」
と
、
そ
の
年
代
に
お
け
る
忌
避
す
べ
き
事
象
の
存
在
が
難
ぜ
ら
れ
て

い
る
。

右
の
例
は
「
漢
年
号
」
と
の
比
較
で
あ
っ
た
が
（
ａ
）、「
和
年
号
」
と
の
対
比

も
積
極
的
に
行
わ
れ
た
（
ｂ
）。
大
治
改
元
時
の
為
隆
の
発
言
を
ま
た
例
に
採
る
と
、

淳
徳
字
に
対
す
る
「
徳
字
近
来
不
レ

被
レ

用
。
寛
徳
〈
後
朱
雀
崩
給
。〉・
応
徳
〈
堀

河
院
中
宮
崩
。〉
承
徳
〈
新
院
母
女
御
薨
。〉」
と
い
っ
た
崩
御
・
薨
去
に
関
わ
る
難

や
、
平
和
字
・
政
和
字
に
対
し
て
述
べ
た
「
和
字
多
不
吉
也
。
和
同
・
仁
和
・
安

和
・
寛
和
・
長
和
、
皆
代
末
年
号
也
」
と
い
っ
た
代
末
年
号
へ
の
言
及
を
見
出
せ

る
。
和
年
号
と
の
対
比
は
、
漢
年
号
と
の
対
比
よ
り
後
出
す
る
が
、
当
代
に
直
結

す
る
か
ら
か
、
公
卿
た
ち
の
共
通
理
解
を
得
易
か
っ
た
よ
う
で
、
引
文
の
趣
意
（
Ⅱ

―
ⅰ
）
や
字
句
的
視
点
か
ら
の
検
討
（
Ⅰ
―
ⅰ
）、
漢
年
号
と
の
対
比
（
Ⅰ
―
ⅱ

ａ
）
な
ど
よ
り
も
、
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
時
、
提
示
さ
れ
た
「
天
寿
尤
可
レ

被
レ

用
歟
。
故
何
者
。
当
院
代
始
、
以
二

天
仁
・

天
永
一

為
二

年
号
一

。
随
持
二

天
下�

一

間
、
天
下
安
穏
、
胤
子
繁
昌
給
。
自
諧
二

彼
例
一

也
」
と
い
っ
た
源
師
時
の
言
説
な
ど
も
、
天
仁
→
天
永
と
い
う
鳥
羽
天
皇
代
始
の

様
相
を
嘉
例
と
捉
え
、
崇
徳
天
皇
に
お
け
る
天
治
→
天
寿
へ
の
改
元
に
敷
衍
さ
せ

よ
う
と
し
て
お
り
、
和
年
号
に
基
づ
く
歴
史
的
視
点
か
ら
の
議
論
だ
っ
た
と
把
握

で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
難
陳
の
事
例
を
列
挙
す
る
『
元
秘
抄
』
四
、
和
漢
年
号
字
難
（
我

朝
）
を
検
ず
る
と
、
嘉
保
改
元
時
（
一
〇
九
四
年
）
の
匡
房
の
言
説
が
多
い
こ
と

に
気
付
く
。「
似
二

恒
徳
公
之
謚
号
一

」
や
「
天
字
在
レ

下
之
年
号
、
不
レ

聞
二

本
朝
一

」

と
い
っ
た
弘
徳
字
・
承
天
字
に
関
す
る
「
匡
房
卿
内
々
難
云
」、
天
成
字
に
つ
い
て

の
「
故
実
範
進
レ

之
。
唐
年
号
也
。
暦
道
之
者
、
常
為
二

口
実
一

。
故
源
大
納
言
難

也
」
と
い
う
「
匡
房
卿
云
」、
弘
徳
字
と
承
徳
字
に
関
わ
る
「
天
徳
・
長
徳
・
寛
徳
、

並
代
終
年
号
也
」
と
い
っ
た
「
匡
房
云
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
提
示
し
た
難
に
日
本

の
先
例
と
の
対
比
が
多
い
点
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
嘉
保
改
元
で
は
、
匡
房
が
嘉

保
と
承
安
、
藤
原
成
季
が
弘
徳
と
承
天
、
藤
原
敦
基
が
承
徳
と
天
成
を
勘
申
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
匡
房
は
自
身
の
勘
申
字
以
外
の
全
て
に
難
を
述
べ
た
こ
と
に
な

る
。そ

れ
以
前
の
難
陳
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
の
は
、
応
和
改
元
（
九
六
一
年
）
の
際

の
天
徳
字
の
難
、
長
久
改
元
時
（
一
〇
四
〇
年
）
に
お
け
る
天
寿
字
の
難
、
寛
徳

改
元
の
盛
徳
字
に
対
す
る
難
、
治
暦
改
元
（
一
〇
六
五
年
）
で
の
師
房
の
言
説
、
の

四
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
う
ち
、「
今
年
当
二

革
命
一

。
宜
二

改
元
一

。
加
之
天
徳
火
神

之
名
也
。
尤
可
レ

有
二

其
忌
一

」
と
記
さ
れ
る
天
徳
の
難
は
、
天
徳
か
ら
応
和
へ
の
改

元
詔
の
一
部
で
、
勘
申
字
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
治
暦
改
元
に

関
し
て
は
、「
延
久
宜
様
聞
食
。
人
々
如
何
」
と
の
仰
せ
に
対
し
、
師
房
が
「
承
下

因
二

炎
旱
一

改
元
之
由
上

。
然
者
治
暦
何
事
候
哉
。
治
字
有
二

三
水
之
難
〔
作
カ
〕一

之
故
也
」

と
述
べ
て
治
暦
を
推
し
た
も
の
で
、「
黙
止
者
不
忠
也
」
と
自
認
し
た
師
房
の
言

だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
難
陳
と
言
う
よ
り
諫
言
・
忠
言
に
近
い
。『
元
秘
抄
』
は
例

示
に
過
ぎ
ず
、
以
前
の
難
陳
が
こ
の
四
つ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ

を
考
慮
し
て
も
、
匡
房
が
全
て
の
勘
申
字
に
論
難
を
展
開
し
た
点
や
、
代
末
年
号

へ
の
言
及
な
ど
難
陳
の
内
容
が
多
彩
で
あ
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
嘉
保
改
元
に

は
、「
左
府
難
云
、
徳
字
不
レ

宜
。
天
徳
始
有
二

火
事
一

。
長
徳
疫
癘
流
行
。
寛
徳
・

12
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応
徳
並
代
末
也
。
院
仰
云
、
徳
字
不
快
之
由
、
所
二

思
食
一

也
」
や
「
左
大
臣
難
云
、

承
字
従
レ

水
。
不�

レ

宜
」
と
い
う
源
俊
房
や
白
河
院
の
言
説
も
残
存
し
、
嘉
保
改
元

が
年
号
難
陳
の
基
準
と
認
識
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
八
月
に
参
議
に
昇
っ
た
匡
房
に
と
っ
て
、
嘉
保
改
元

が
年
号
定
へ
の
初
め
て
の
参
仕
だ
っ
た（

11
（

。
こ
の
時
に
述
べ
た
多
彩
な
難
陳
が
、
後

代
に
伝
え
ら
れ
て
参
照
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
弘
徳
字
及
び
承
天
字
に
関
す
る

難
陳
が
「
内
々
難
」
だ
っ
た
点
も
見
過
ご
せ
な
い
。『
元
秘
抄
』
四
、
両
字
中
有
他

字
之
年
号
事
所
引
の
「
季
仲
記
」
に
よ
る
と
、「
承
徳
可
レ

被
レ

用
歟
。
但
承
徳
本
文
、

承
以
レ

徳
。
承
字
中
有
二

他
字
一

。
有
二

先
例
一

之
様
思
給
、
敦
季
存
二

此
由
一

択
申
歟
」

と
生
合
の
難
を
述
べ
た
藤
原
季
仲
に
対
し
、
匡
房
は
「
天
暦
、
天
之
暦
数
。
論
語

文
如
レ

此
」
と
発
言
し
た
よ
う
で
、「
天
徳
・
長
徳
・
寛
徳
、
並
代
終
年
号
也
」
と

の
「
匡
房
云
」
は
、
年
号
定
で
の
難
陳
で
は
な
い
。
一
四
年
前
の
応
徳
改
元
で
は
、

「
実
政
卿
嘉
徳
・
敦
宗
治
和
等
可
レ

宜
」
と
の
集
約
型
挙
奏
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の

時
、
匡
房
は
「
依
レ

仰
候
二

御
前
一

」
し
て
、「
後
漢
書
、
〔
云
脱
カ
〕帝
崩
二

于
嘉
徳
前
殿
一

。
此

文
有
レ

禁
。
治
和
幷
有
綱
応
徳
等
如
何
」
と
発
言
し
、
こ
れ
が
公
卿
に
伝
え
ら
れ
て

「
応
徳
可
レ

被
レ

用
レ

之
」
と
の
重
奏
が
な
さ
れ
た（
11
（

。
匡
房
は
、
年
号
定
に
参
仕
す
る

以
前
か
ら
、
白
河
天
皇
の
仰
せ
に
応
じ
て
挙
奏
の
可
否
を
論
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、

今
回
の
「
内
々
難
」
や
「
匡
房
云
」
も
そ
う
し
た
私
的
な
和
讒
と
見
る
の
が
よ
い
。

他
方
、『
元
秘
抄
』
が
「
内
々
難
」
を
複
数
引
載
し
た
点
も
軽
視
で
き
ず
、
公
卿
と

な
り
、
年
号
定
に
出
仕
す
る
こ
と
で
、
匡
房
の
「
内
々
難
」
が
影
響
力
を
増
し
た

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
康
和
改
元
（
一
〇
九
九
年
）
の
際
、
大
宰
府
へ
下
向
し
て

い
た
匡
房
は
、
大
宰
府
か
ら
難
を
注
申
し
た
よ
う
で
、
大
治
改
元
時
の
「
和
字
条
、

康
和
時
匡
房
卿
自
二

鎮
西
一

件
字
多
為
二

代
末
年
号
一

由
注
申
。
仍
俄
被
レ

改
了
」
と

の
白
河
院
の
仰
せ
が
残
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
こ
れ
な
ど
も
、
匡
房
の
「
内
々
難
」
が
影

響
力
を
持
っ
た
こ
と
を
示
す
好
例
と
言
え
る
。

寛
治
・
嘉
保
・
永
長
・
長
治
・
嘉
承
・
天
仁
・
天
永
の
計
七
回
の
改
元
で
年
号

勘
文
を
提
出
し
た
匡
房
は
、
嘉
保
改
元
以
降
、
公
卿
と
し
て
勘
申
年
号
を
審
議
す

る
立
場
を
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
勘
申
者
が
そ
の
ま
ま
審
議
者
と
な
る
あ
り

方
は
、
前
例
を
永
保
改
元
時
（
一
〇
八
一
年
）
の
参
議
藤
原
実
政
に
求
め
る
こ
と

が
可
能
だ
が
、
参
議
就
任
前
か
ら
文
章
博
士
と
し
て
勘
文
を
提
出
し
て
き
た
実
政

に
対
し
、
勘
申
者
と
な
る
以
前
の
匡
房
は
、
天
皇
の
そ
ば
で
審
議
に
関
与
し
た
人

物
で
、
両
者
の
あ
り
方
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
内
々
の
審
議
に

携
わ
っ
て
き
た
者
に
、
審
議
対
象
と
な
る
勘
申
を
も
委
託
し
た
と
い
う
の
が
匡
房

の
立
場
で
、
勘
申
を
委
ね
ら
れ
た
匡
房
が
、
自
身
の
勘
申
字
の
優
位
性
を
主
張
す

べ
く
、
自
身
の
勘
申
字
以
外
の
全
て
に
対
し
て
様
々
な
角
度
か
ら
難
陳
す
る
こ
と

と
な
る
。
天
仁
改
元
（
一
一
〇
八
年
）
に
お
け
る
六
年
号
の
勘
申
も
、
匡
房
の
こ

う
し
た
立
場
と
通
底
し
て
い
よ
う
。
白
河
天
皇
に
伺
候
し
「
内
々
難
」
を
述
べ
て

き
た
匡
房
が
年
号
勘
申
を
も
行
い
、
さ
ら
に
は
公
卿
と
し
て
年
号
定
に
出
仕
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
機
に
、
年
号
選
定
の
様
相
は
大
き
く
変
化
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

匡
房
は
、
大
宰
権
帥
の
任
を
解
か
れ
た
後
の
長
治
改
元
時
（
一
一
〇
四
年
）
に
、

「
前
例
匡
房
卿
進
二

年
号
勘
文
一

。
今
度
不
レ

候
如
何
」
と
の
俊
房
の
進
言
で
勘
申
者

に
加
え
ら
れ
た（

11
（

。『
元
秘
別
録
』
か
ら
は
、
文
章
博
士
二
人
と
式
部
大
輔
の
三
人

が
勘
申
者
と
な
る
こ
と
が
、
一
一
世
紀
代
の
通
例
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
、
こ

れ
は
「
仰
二

式
部
大
輔
・
文
章
博
士
等
一

、
令
レ

勘
二

申
年
号
字
一

」
と
の
『
江
家
次

第
』
の
記
載
と
も
符
合
す
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
長
元
改
元
（
一
〇
二
八
年
）
以

13
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来
と
な
る
四
人
の
勘
申
者
が
現
出
す
る
。
こ
の
時
期
の
匡
房
の
影
響
力
に
は
看
過

し
難
い
も
の
が
存
在
し（

11
（

、
年
号
選
定
に
お
け
る
難
陳
は
、
匡
房
の
影
響
力
を
背
景

と
し
て
、
一
一
世
紀
と
一
二
世
紀
の
交
に
多
彩
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
延
長
に
列

挙
型
挙
奏
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
史
類
の
利
用
が
経
類
を
凌
駕
し
、『
文
選
』
の

利
用
も
一
般
化
す
る
と
い
っ
た
勘
申
方
法
の
変
化
も
、
年
号
定
で
の
論
点
の
多
様

化
と
連
関
す
る
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
所
功
の
研
究
の
驥
尾
に
付
す
形
で
、
平
安
時
代
中
後
期
に
お
け
る

年
号
選
定
の
様
相
を
、
そ
の
変
遷
に
重
き
を
置
い
て
概
観
し
た
。
所
は
、「
編
纂
さ

れ
た
儀
式
書
」
で
あ
る
『
江
家
次
第
』
と
、
寛
治
改
元
（
一
〇
八
七
年
）
の
「
具

体
的
な
実
例
」
と
を
照
合
さ
せ
る
こ
と
で
、「
平
安
時
代
の
改
元
方
法
」
を
析
出
し

た
が
、
そ
れ
は
一
一
世
紀
代
の
姿
と
す
る
の
が
穏
当
で
、
天
皇
に
伺
候
し
て
審
議

に
関
与
し
て
き
た
大
江
匡
房
が
、
年
号
定
に
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
嘉
保
改
元

（
一
〇
九
四
年
）
以
降
、
年
号
選
定
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
化
し
た
と
見
る
の
が
よ

い
。
匡
房
は
、
自
身
の
勘
申
字
以
外
の
全
て
に
論
難
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ
を
機

に
年
号
選
定
に
お
け
る
難
陳
は
多
彩
な
も
の
と
な
り
、
結
果
、
公
卿
の
推
挙
を
集

約
せ
ず
、
推
挙
者
の
名
と
推
挙
年
号
と
を
列
挙
し
て
天
皇
へ
上
奏
す
る
と
い
っ
た

列
挙
型
挙
奏
が
、
天
仁
改
元
（
一
一
〇
八
年
）
の
際
に
登
場
し
た
。
ま
た
、
挙
奏

の
変
更
は
、
制
約
の
強
い
定
申
の
意
義
を
減
じ
さ
せ
て
、
議
論
の
主
体
は
自
由
に

意
見
を
述
べ
得
る
挙
奏
後
の
重
議
へ
移
り
、
議
論
は
深
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
所
が
述
べ
た
通
り
、
天
皇
に
よ
る
勅
定
や
儒
者
の
勘
申
は
変
わ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
公
卿
の
審
議
が
年
号
選
定
の
不
可
欠
な
要
素
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
一

一
世
紀
と
一
二
世
紀
の
交
に
、
年
号
選
定
は
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
評
価
す
べ

き
で
あ
る
。

『
元
秘
抄
』
が
載
せ
る
天
長
改
元
（
八
二
四
年
）
の
年
号
勘
文
か
ら
は
、
文
章
博

士
な
ど
文
人
官
僚
が
「
定
」
め
た
案
を
天
皇
が
裁
許
す
る
と
い
う
の
が
、
九
世
紀

代
の
年
号
選
定
だ
っ
た
と
推
測
し
得
る
。
そ
の
後
、
複
数
の
儒
者
が
複
数
の
案
を

提
出
す
る
と
い
っ
た
形
に
勘
申
方
法
が
変
化
し
、
一
〇
世
紀
中
葉
に
は
天
皇
が
個

別
に
公
卿
に
諮
問
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
て
、
一
一
世
紀
前
葉
に
、
公
卿
全
員
が
勘

文
の
審
議
に
関
与
す
る
年
号
定
が
定
着
し
た（

1（
（

。
本
稿
が
述
べ
た
一
一
・
一
二
世
紀

の
交
の
変
容
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
得
る
も
の
だ
が
、
天
皇
の
至
近
で

な
さ
れ
て
き
た
儒
者
に
よ
る
「
内
々
難
」
が
公
的
な
年
号
定
で
も
展
開
さ
れ
、
公

卿
た
ち
が
自
ら
の
「
知
」
を
戦
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
公
卿
や
文
人
官
僚
の
存

在
形
態
、
延
い
て
は
彼
ら
が
有
す
べ
き
「
知
」
も
変
質
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

政
務
へ
の
意
見
を
天
皇
へ
提
示
す
る
の
が
文
人
官
僚
の
本
来
的
な
役
割
で
、
年
号

定
に
代
表
さ
れ
る
陣
定
は
、
そ
の
採
否
を
審
議
す
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。

本
来
、
文
人
官
僚
と
公
卿
の
「
知
」
は
、
異
な
る
側
面
か
ら
天
皇
の
決
裁
権
を
支

え
て
い
た
わ
け
だ
が
、
一
一
・
一
二
世
紀
の
交
に
両
者
の
「
知
」
は
接
近
し
て
い

き
、
公
卿
は
文
人
官
僚
の
「
知
」
を
兼
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
推
測
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
仁
治
改
元
（
一
二
四
〇
年
）
の
年
号
定
の
直
前
、
鬼
間
で
摂
政
近

衛
兼
経
か
ら
の
諮
問
を
受
け
た
平
経
高
は
、「
大
略
内
儀
決
定
」
し
て
い
た
菅
原
為

長
勘
申
の
元
康
字
に
つ
い
て
、「
明
時
」
で
あ
る
「
漢
宣
帝
之
時
号
」
だ
け
で
な
く
、

西
晋
の
恵
帝
の
時
に
も
存
在
し
た
年
号
で
あ
る
と
喝
破
し
、「
彼
恵
帝
極
以
不
吉

14
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也
」
や
「
凡
西
晋
不
レ

久
。
旁
可
レ

謂
二

不
吉
一

也
」
と
述
べ
て
元
康
字
の
採
用
に
再

考
を
促
し
た（

11
（

。
注
目
し
た
い
の
は
、
諮
問
の
最
中
に
経
高
が
述
べ
た
「
於
二

仗
座�

一

此
儀
不
二

出
来
一

、
只
就
二

宣
帝
之
佳
例
一

、
無
音
被
レ

用
者
、
彼
不
快
之
代
、
若
一
定

候
者
、
定
招
二

世
之
誹
謗
一

候
歟
」
と
の
言
で
あ
る
。
森
本
角
藏
が
述
べ
た
如
く
、
年

号
定
で
公
卿
が
行
っ
た
難
陳
の
内
容
は
「
今
日
か
ら
見
れ
ば
殆
ど
と
る
に
足
ら
ぬ
」

も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。「
西
晋
之
祚
、
彼
恵
帝
已
後
纔
二
代
。
西
晋
祚
尽
之
比
也
」
と

の
経
高
の
主
張
も
、
元
康
以
降
、
一
〇
弱
の
年
号
が
西
晋
に
存
在
し
た
事
実
を
想

起
す
る
と
、
牽
強
付
会
の
感
が
拭
え
な
い
。
重
視
し
た
い
の
は
、「
招
二

世
之
誹
謗�

一

」

か
な
い
こ
と
を
思
い
、「
と
る
に
足
ら
ぬ
」
事
柄
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
議

論
を
行
う
公
卿
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
年
号
選
定
の
議
論
が
多
彩
に
な
る
の
は
、
公

卿
の
自
負
を
背
景
に
し
た
と
見
る
の
が
よ
く
、
責
務
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の

自
負
こ
そ
が
、
文
人
官
僚
の
「
知
」
を
も
兼
ね
持
つ
よ
う
な
存
在
形
態
の
前
提
に

あ
っ
た
と
憶
測
す
る
。

し
紹
介
す
る
こ
と
」
を
編
纂
の
目
的
に
据
え
て
い
る
（
四
頁
）。
近
年
の
事
典
に
お

け
る
こ
う
し
た
傾
向
は
、
年
号
研
究
の
嚆
矢
と
言
え
る
森
鷗
外
「
元
號
考
」（『
鷗
外

全
集
』
二
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
未
完
稿
）
が
、
①
天
皇
、
②
改
元
年
月

日
、
③
改
元
理
由
、
④
勘
申
者
、
⑤
改
元
詔
の
作
者
、
⑥
年
号
の
典
拠
、
⑦
不
採
用

と
な
っ
た
年
号
の
勘
申
者
と
典
拠
、
を
整
理
し
、
掲
出
し
た
も
の
だ
っ
た
点
と
比
べ

る
と
鮮
明
と
な
る
。
な
お
、
近
年
、
刊
行
さ
れ
た
水
上
雅
晴
編
『
年
号
と
東
ア
ジ
ア

―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
は
、
年
号
の
問
題
を
東

ア
ジ
ア
の
歴
史
・
思
想
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
考
究
し
て
お
り
、
年
号
研
究
の
可

能
性
を
知
る
上
で
示
唆
に
富
む
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。�

（
（
）��

拙
稿
「
陣
定
の
成
立
に
見
る
公
卿
議
定
の
変
容
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
七
八
、
二
〇

二
〇
年
）。
な
お
、
所
功
「
年
号
の
選
定
方
法
」（
注
（
（
）
前
掲
）
は
、『
西
宮
記
』

が
記
す
「
奏
聞
勘
定
」
は
段
階
を
経
て
新
年
号
案
を
選
定
す
る
こ
と
、『
新
儀
式
』
の

「
奏
聞
勅
定
」
は
上
奏
に
基
づ
い
て
天
皇
が
新
年
号
を
採
択
す
る
こ
と
、
と
区
別
す

る
が
、
文
脈
か
ら
は
同
じ
行
為
と
解
す
の
が
自
然
で
、「
勘
定
」
は
「
勅
定
」
の
誤

写
と
考
え
る
の
が
よ
い
。
ま
た
、「
奏
聞
」
を
公
卿
の
合
議
結
果
の
上
奏
と
見
る
こ

と
は
で
き
ず
、
勘
申
さ
れ
た
年
号
字
を
大
臣
が
「
奏
聞
」
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。�

（
（
）��

所
功
「
年
号
の
選
定
方
法
」（
注
（
（
）
前
掲
、
八
六
頁
）。�

（
（
）��「
左
経
記
」
寛
仁
五
年
（
一
〇
二
一
）
二
月
二
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛
治
）』）。�

（
（
）��「
江
記
」
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
一
二
月
一
五
日
条
（『
歴
代
残
闕
日
記
』
一
五
、

右
大
記
）。�

（
（
）��『
百
練
抄
』。�

（
（0
）��『
永
昌
記
』
保
安
五
年
（
一
一
二
四
）
四
月
三
日
条
。�

（
（（
）��「
土
記
」
寛
徳
三
年
（
一
〇
四
六
）
四
月
一
四
日
条
、「
源
右
丞
相
記
」
治
暦
五
年

（
一
〇
六
九
）
四
月
一
三
日
条
（
い
ず
れ
も
『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛
治
）』）。�

（
（（
）��「
土
記
」
治
暦
元
年
（
一
〇
六
五
）
七
月
□
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛
治
）』）。

（
（（
）��
な
お
、
天
治
改
元
時
の
「
兼
仰
」
と
い
う
表
現
を
重
視
す
れ
ば
、
天
治
改
元
で
の
列

挙
型
挙
奏
は
、
通
常
の
集
約
型
挙
奏
に
加
え
て
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。�

注（
（
）��

所
功
「
年
号
の
選
定
方
法
」（『
年
号
の
歴
史
―
元
号
制
度
の
史
的
研
究
―
〈
増
補

版
〉』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）。
引
用
箇
所
は
一
〇
二
〜

一
〇
三
頁
。�

（
（
）��

森
本
角
藏
『
日
本
年
號
大
観
』（
目
黒
書
店
、
一
九
三
三
年
）。�

（
（
）��

森
本
角
藏
『
日
本
年
號
大
観
』（
注
（
（
）
前
掲
、
序
、
一
頁
及
び
二
頁
）。�

（
（
）��

所
功
の
論
考
を
「
総
論
」
と
し
て
再
録
す
る
所
功
編
『
日
本
年
号
史
大
事
典
』（
雄

山
閣
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
各
年
号
を
解
説
す
る
「
各
論
」
に
お
い
て
「
改
元
の
経

緯
及
び
特
記
事
項
」
の
項
を
設
け
、
小
倉
慈
司
『
事
典　

日
本
の
年
号
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
九
年
）
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
年
号
が
制
定
さ
れ
た
過
程
を
簡
潔
に
記
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（
（（
）��「
土
記
」
寛
徳
元
年
（
一
〇
四
四
）
一
一
月
二
四
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛

治
）』）。�

（
（（
）��「
都
記
」
治
暦
五
年
（
一
〇
六
九
）
四
月
一
三
日
条
、
延
久
六
年
（
一
〇
七
四
）
八

月
二
三
日
条
、
承
保
四
年
（
一
〇
七
七
）
一
一
月
一
七
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平

―
寛
治
）』）。�

（
（（
）��『
久
寿
改
元
定
記
』（「
朝
隆
卿
記
」
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
一
〇
月
二
八
日
条
）、

『
山
槐
記
』
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
七
月
二
八
日
条
。�

（
（（
）��『
殿
暦
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
八
月
三
日
条
、『
中
右
記
』
同
日
条
。�

（
（（
）��『
永
昌
記
』
長
治
三
年
（
一
一
〇
六
）
四
月
九
日
条
。�

（
（（
）��

天
祐
・
延
寿
は
、
長
治
改
元
（
一
一
〇
四
年
）
の
際
に
藤
原
正
家
が
勘
申
し
て
い
た

年
号
字
で
、
こ
の
時
の
旧
勘
文
は
直
前
の
長
治
改
元
時
の
も
の
と
捉
え
得
る
。
採
用

さ
れ
た
嘉
承
字
に
つ
い
て
も
、
長
治
改
元
の
際
に
菅
原
在
良
が
提
出
し
た
勘
文
（
＝

旧
勘
文
）
に
依
拠
し
た
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。�

（
（0
）��

所
功
「
年
号
の
選
定
方
法
」（
注
（
（
）
前
掲
、
八
九
頁
）。�

（
（（
）��

鳥
羽
天
皇
の
時
代
の
年
号
選
定
に
白
河
院
が
関
与
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
清
水
潔

「
年
号
の
制
定
方
法
」（『
神
道
史
研
究
』
二
五
―
五
・
六
、
一
九
七
七
年
）
に
詳
し

い
。�

（
（（
）��「
中
右
記
」
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
七
月
一
三
日
条
（『
改
元
部
類
記
』（
嘉
保
―

天
承
）（『
大
日
本
史
料
』
三
―
一
〇
、
九
四
一
頁
））、『
中
右
記
』
保
安
元
年
（
一

一
二
〇
）
四
月
一
〇
日
条
。
若
干
留
保
す
べ
き
は
、『
殿
暦
』
永
久
元
年
（
一
一
一

三
）
七
月
一
三
日
条
が
「
両
三
定
申
。
仍
以
二

頭
弁
一

奏
レ

院
」
と
記
す
永
久
改
元
だ

が
、『
長
秋
記
』
同
日
条
に
よ
る
と
、
公
卿
の
意
見
は
長
承
・
延
久
・
天
治
の
三
つ

に
集
中
し
た
よ
う
で
、
集
約
型
挙
奏
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。�

（
（（
）��『
大
治
改
元
定
記
』（「
水
日
記
」
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
正
月
二
二
日
条
）。�

（
（（
）��『
久
寿
改
元
定
記
』（「
朝
隆
卿
記
」
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
一
〇
月
二
八
日
条
）。

こ
う
し
た
様
相
は
、
保
延
改
元
（
一
一
三
五
年
）
に
は
見
出
せ
る
（『
長
秋
記
』
保

延
元
年
四
月
二
七
日
条
）。
な
お
、
一
三
世
紀
代
の
年
号
定
で
は
、
列
挙
型
挙
奏
が

な
さ
れ
た
後
、
天
皇
か
ら
の
重
議
の
仰
せ
に
依
ら
な
い
で
、
挙
奏
に
引
き
続
い
て
、

そ
の
ま
ま
子
細
な
難
陳
議
論
に
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。�

（
（（
）��『
元
秘
別
録
』
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
六
冊
本
（
一
四
六
―
一
二
五
）
を
使
用

し
た
。�

（
（（
）��『
元
秘
別
録
』
に
基
づ
き
作
成
し
た
表
（
で
は
、
天
承
改
元
時
（
一
一
三
一
年
）
の

天
承
字
を
新
規
勘
申
年
号
に
入
れ
た
が
、
天
承
字
は
、『
元
秘
別
録
』
に
不
備
が
あ

る
元
永
改
元
時
（
一
一
一
八
年
）
に
勘
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、『
中
右
記
』
元
永

元
年
四
月
三
日
条
か
ら
判
明
す
る
。�

（
（（
）��

井
上
順
理
は
、
不
採
用
の
年
号
が
繰
り
返
し
て
勘
申
さ
れ
る
理
由
を
、「
本
来
ど
こ

か
ら
し
て
も
無
難
な
好
字
と
し
て
選
進
さ
れ
た
年
号
字
は
、
そ
れ
だ
け
に
一
時
期
や

一
時
代
の
特
殊
性
を
超
え
た
普
遍
性
共
通
性
を
も
ち
え
て
ゐ
」
た
点
に
求
め
て
い
る
。

井
上
順
理
「
年
号
の
出
典
」（『
神
道
史
研
究
』
二
五
―
五
・
六
、
一
九
七
七
年
、
一

〇
二
頁
）。�

（
（（
）��

安
井
香
山
・
中
村
璋
八
編
『
重
修
緯
書
集
成
』
巻
六
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）

は
、
藤
原
俊
経
が
利
用
し
た
『
龍
魚
河
図
』
と
、
藤
原
永
範
が
使
っ
た
『
河
図
』
と

を
異
な
る
河
図
と
し
て
分
類
し
た
が
、
永
範
の
勘
文
の
「
河
図
曰
、
治
欽
明
、
文
徳

治
、
承
二

天
精
一

」
は
、「
龍
魚
河
図
曰
、
高
皇
摂
レ

正
、
総
二

万
庭
一

、
四
海
帰
詠
、
治

武
明
。
文
得
道
治
、
承
二

天
精
一

、
元
祚
興
隆
、
協
二

聖
霊
一

」（『
太
平
御
覧
』
巻
八
七
、

漢
高
祖
皇
帝
）
と
類
似
し
、
俊
経
の
「
龍
魚
河
図
曰
、
文
徳
道
治
、
承
二

天
精
一

」
と

の
勘
文
と
も
重
な
る
。
敢
え
て
異
な
る
河
図
と
解
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。�

（
（（
）��『
小
右
記
』
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
一
二
月
二
五
日
条
（
逸
文
）。�

（
（0
）��

所
功
「
年
号
の
選
定
方
法
」（
注
（
（
）
前
掲
、
一
〇
〇
頁
）。�

（
（（
）��『
西
宮
記
』（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
大
永
本
）
第
九
、
改
年
号
。�

（
（（
）��

橘
孝
親
が
勘
申
し
た
元
功
字
は
、「
元
功
茂
勲
、
若
レ

斯
之
盛
。
注
云
、
馮
衍
集
曰
、

定
二

国
家
之
大
業
一

、
成
二

天
地
之
元
功
一

」
と
い
っ
た
引
文
で
、『
文
選
』
宣
徳
皇
后

令
に
基
づ
く
。�

（
（（
）��
な
お
、
久
安
改
元
（
一
一
四
五
年
）
の
際
、
藤
原
茂
明
は
「
文
選
曰
、
歴
二

千
歳
一

而

弥
堅
。
永
安
寧
以
祉
福
、
長
与
二

大
漢
一

而
久
存
。
宝
〔
実
カ
〕至
尊
之
所
レ

御
、
保
二

延
寿
一

而

宜
二

子
孫
一

。
苟
可
レ

貴
其
若
レ

斯
」
と
い
う
『
文
選
』
魯
霊
光
殿
賦
に
依
拠
し
た
引
文
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で
延
寿
字
を
勘
申
し
た
。
延
寿
は
、
長
暦
改
元
（
一
〇
三
七
年
）
で
大
江
挙
周
が
勘

出
し
た
年
号
だ
が
、
挙
周
の
引
文
は
「
後
漢
書
曰
、
保
二

延
寿
一

而
宜
二

子
孫
一

」
と
い

う
『
後
漢
書
』
を
典
拠
と
し
た
も
の
で
、
承
徳
改
元
（
一
〇
九
七
年
）
と
長
治
改
元

（
一
一
〇
四
年
）
に
も
、
藤
原
正
家
が
『
後
漢
書
』
か
ら
延
寿
字
を
勘
申
し
た
（
引

文
の
詳
細
は
不
明
）。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
挙
周
と
茂
明
の
引
文
は
文
章
が
酷
似
す

る
一
方
、
挙
周
の
引
文
に
見
る
章
句
を
、
現
行
の
『
後
漢
書
』
で
は
確
認
で
き
な
い

点
で
あ
る
。『
文
選
』
利
用
の
定
着
を
背
景
に
、
茂
明
は
『
後
漢
書
』
か
ら
『
文
選
』

へ
の
修
正
を
行
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。�

（
（（
）��

天
仁
改
元
時
（
一
一
〇
八
年
）
に
藤
原
敦
光
が
勘
申
し
た
平
治
字
の
引
文
「
帝
賜
〔
錫
カ
〕二

禹
玄
珪
〔
圭
カ
〕一

、
以
告
二

功
子
〔
于
カ
〕天

一

。
々
下
於
レ

是
太
平
治
」
は
『
史
記
』
巻
二
、
夏
本
紀
か

ら
の
引
用
だ
が
、
こ
れ
も
『
尚
書
』
禹
貢
に
同
話
が
あ
る
も
の
の
「
平
治
」
の
字
句

は
存
在
せ
ず
、
大
応
字
と
同
様
で
あ
る
。�

（
（（
）��

森
本
角
藏
『
日
本
年
號
大
観
』（
注
（
（
）
前
掲
、
九
五
頁
）。
森
本
は
、「
君
主
の

理
想
抱
負
」「
君
主
の
鑑
戒
」「
君
主
の
欣
求
」
の
分
布
状
況
か
ら
時
代
の
特
色
を
見

出
そ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
年
号
勘
文
の
本
来
の
趣
旨
は
好
字
を
選
ぶ

こ
と
で
、
そ
れ
さ
え
も
多
く
の
忌
諱
の
中
で
貫
け
な
か
っ
た
こ
と
、
い
ず
れ
の
時
代

に
も
こ
の
三
つ
は
本
質
的
要
素
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
た
井
上
順
理
の

批
判
が
存
在
す
る
。
井
上
順
理
「
年
号
の
出
典
」（
注
（
（（
）
前
掲
）。�

（
（（
）��

所
功
「
年
号
の
選
定
方
法
」（
注
（
（
）
前
掲
、
一
〇
〇
頁
）。�

（
（（
）��

難
陳
に
つ
い
て
は
、
水
上
雅
晴
「
難
陳
―
年
号
を
決
め
る
議
論
」（『
歴
博
』
二
〇
八
、

二
〇
一
八
年
）
や
同
「
難
陳
―
朝
廷
に
お
け
る
改
元
議
論
の
実
態
―
」（『
年
号
と
東

ア
ジ
ア
』（
注
（
（
）
前
掲
）
に
詳
し
く
、
本
稿
の
以
下
の
記
述
も
、
水
上
の
成
果

に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。�

（
（（
）��『
大
治
改
元
定
記
』（「
水
日
記
」
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
正
月
二
二
日
条
）。�

（
（（
）��「
土
記
」
寛
徳
元
年
（
一
〇
四
四
）
一
一
月
二
四
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛

治
）』）。�

（
（0
）��「
江
記
」
永
保
四
年
（
一
〇
八
四
）
二
月
七
日
条
（『
改
元
部
類
（
応
和
―
建
久
）』）。�

（
（（
）��「
江
記
」
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
一
二
月
一
七
日
条
（『
改
元
部
類
（
応
和
―
建

久
）』）。
永
長
字
の
典
拠
は
、
平
定
し
た
巴
蜀
に
皇
子
を
封
ず
る
奏
議
の
一
節
で
、
八

〇
〇
の
封
国
が
建
て
ら
れ
た
周
で
は
、
諸
侯
が
国
を
享
け
る
こ
と
が
永
く
、
そ
れ
が

後
代
の
法
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。�

（
（（
）��『
久
寿
改
元
定
記
』（「
朝
隆
卿
記
」
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
一
〇
月
二
八
日
条
）、

『
小
右
記
』
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
一
二
月
二
五
日
条
（
逸
文
）。�

（
（（
）��『
大
治
改
元
定
記
』（「
水
日
記
」
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
正
月
二
二
日
条
）。�

（
（（
）��『
元
秘
抄
』
四
、
和
漢
年
号
字
難
（
我
朝
）、「
土
記
」
寛
徳
元
年
（
一
〇
四
四
）
一

一
月
二
四
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛
治
）』）、『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一

〇
八
）
八
月
三
日
条
。�

（
（（
）��「
不
知
記
」
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
一
二
月
二
五
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
観

応
）』）。�

（
（（
）��『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
一
二
月
一
五
日
条
。
大
江
匡
房
は
、
応
徳
三

年
（
一
〇
八
六
）
一
一
月
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
が
、
寛
治
改
元
（
一
〇
八
七
年
）

の
年
号
定
参
加
者
の
中
に
は
匡
房
を
見
え
な
い
。「
大
記
」
寛
治
元
年
四
月
七
日
条

（『
改
元
部
類
（
承
平
―
寛
治
）』）。�

（
（（
）��「
不
知
記
」
永
保
四
年
（
一
〇
八
四
）
二
月
七
日
条
（『
改
元
部
類
（
承
平
―
観
応
）』）。

こ
の
「
不
知
記
」
は
「
江
記
」
同
日
条
（『
改
元
部
類
（
応
和
―
建
久
）』）
よ
り
「
江

記
」
と
判
明
す
る
。�

（
（（
）��「
雅
兼
卿
記
」
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
正
月
二
二
日
条
（『
改
元
部
類
（
大
治
―
正

慶
）』）。�

（
（（
）��『
元
秘
抄
』
三
、
外
記
催
以
前
付
使
進
年
号
勘
文
例
。
進
年
号
勘
文
人
数
多
少
例
（
四

人
例
）
も
参
照
。�

（
（0
）��

こ
の
時
期
の
年
号
選
定
に
お
い
て
、
大
江
匡
房
と
と
も
に
源
俊
房
が
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
木
本
好
信
「
大
江
匡
房
の
年
号
勘
申
―
匡
房
と
俊
房

と
の
関
係
―
」（『
神
道
史
研
究
』
三
一
―
四
、
一
九
八
三
年
）
に
詳
し
い
。�

（
（（
）��
拙
稿
「
陣
定
の
成
立
に
見
る
公
卿
議
定
の
変
容
」（
注
（
（
）
前
掲
）。�

（
（（
）��『
平
戸
記
』
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
七
月
一
六
日
条
。�

（
（（
）��

森
本
角
藏
『
日
本
年
號
大
観
』（
注
（
（
）
前
掲
、
一
九
頁
）。�
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